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ロ
ン
ド
ン
・
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
再
開
発
史
分
析
へ
の
予
備
的
考
察
（
二
・
完
）

川　

島　

佑　

介　

　
　

目
次

　
　

は
じ
め
に　

本
稿
の
課
題

　
　

第
一
章　

ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
先
行
研
究
の
再
検
討 

（
以
上
二
四
〇
号
）

　
　

第
二
章　

中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
理
論
的
検
討
お
よ
び
、
分
析
枠
組
と
仮
説
モ
デ
ル
の
提
示

　
　
　

第
一
節　
「
二
重
国
家
論
」
が
提
示
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

　
　
　

第
二
節　
「
都
市
間
競
争
論
」
と
「
立
法
府
理
論
」

　
　
　
　

第
一
項　

都
市
間
競
争
論
が
提
示
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

　
　
　
　

第
二
項　

立
法
府
理
論
が
提
示
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

　
　
　

第
三
節　

都
市
間
競
争
論
の
修
正

　
　
　
　

第
一
項　

強
い
中
央
地
方
関
係
の
状
況
下
に
お
け
る
、
都
市
間
競
争
論
へ
の
留
保

　
　
　
　

第
二
項　

国
際
化
の
進
展
に
よ
る
都
市
間
競
争
論
の
修
正

　
　
　
　

第
三
項　

質
的
分
析
手
法
の
採
用
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第
四
節　

都
市
再
開
発
政
策
の
分
析
枠
組
と
仮
説
モ
デ
ル
の
提
示

　
　
　
　

第
一
項　

二
重
国
家
論
と
都
市
間
競
争
論
の
「
矛
盾
」
論
へ
の
批
判
的
検
討

　
　
　
　

第
二
項　

三
つ
の
理
論
の
架
橋
と
統
合

　
　
　
　

第
三
項　

都
市
再
開
発
政
策
の
分
析
枠
組
（
修
正
都
市
間
競
争
論
）
と
仮
説
モ
デ
ル

　
　

お
わ
り
に　

本
稿
の
ま
と
め
と
次
の
課
題 

（
以
上
本
号
）

第
二
章
　
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
理
論
的
検
討
お
よ
び
、
分
析
枠
組
と
仮
説
モ
デ
ル
の
提
示

第
一
章
第
四
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
機
能
・
選
好
に
関
す
る
理
論
が
、
一
九
八
〇
年
頃

か
ら
数
多
く
提
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
諸
理
論
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
二
層
の
政
府
に
質
的
な
差
異
を
見
出
す
。
こ
の

質
的
な
差
異
が
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
政
策
と
社
会
政
策
に
対
す
る
政
府
機
能
・
選
好
に
差
異
を
も
た
ら
す
こ

と
が
示
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
理
論
を
「
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
第

一
節
と
第
二
節
で
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
を
整
理
・
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
の
整
理
・
紹
介
は
、
そ
れ
ら
が
提
示
す
る
、

あ
る
特
定
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
。
第
一
節
で
は
「
二
重
国
家

論
」
を
、
第
二
節
で
は
「
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）」
と
「
立
法
府
理
論
」
を
扱
う
。

続
く
第
三
節
で
は
、
近
年
、
と
り
わ
け
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
都
市
間
競
争
論
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
近
年
の
研
究
を

踏
ま
え
つ
つ
、
三
点
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
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最
後
に
第
四
節
で
は
、
第
一
項
と
第
二
項
で
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
三
つ
の
理
論
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い

う
論
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
と
そ
れ
を
導
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
当
て
て
き

た
、
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
前
提
条
件
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
前
提
条
件
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
と
そ
れ
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
常
に

観
察
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
前
提
条
件
に
よ
っ
て
、
顕
在
化
な
い
し
は
、
潜
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
第

三
項
で
は
、
本
章
の
理
論
的
検
討
を
踏
ま
え
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
た
め
の
分
析
枠
組
と
仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。

　

第
一
節　
「
二
重
国
家
論
」
が
提
示
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

本
節
で
は
ピ
ー
タ
ー
・
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス Peter Saunders 

に
よ
る
二
重
国
家
論
を
、
整
理
・
紹
介
す
る
。
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分

担
論
に
お
け
る
、
二
重
国
家
論
の
主
張
は
、
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
は
社
会
政
策
の
供
給
で
あ
り
、
中
央
政
府
の
政
府
機
能
は
経
済

政
策
の
供
給
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
節
は
、
彼
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
か
か
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
パ
タ
ー
ン

が
形
成
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
整
理
・
紹
介
す
る(((
。

ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、
現
代
の
資
本
主
義
国
家
は
、
二
つ
の
政
府
機
能
を
有
す
る
と
論
じ
る
。
そ
れ
は
、
生
産
機
能
と
消
費
機
能
で
あ

る
。
生
産
機
能
と
は
、
資
本
蓄
積
を
助
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
言
う

と
こ
ろ
の
経
済
政
策
の
供
給
機
能
を
指
す
）。
消
費
機
能
と
は
、
集
合
的
消
費
財
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
言

う
と
こ
ろ
の
社
会
政
策
の
供
給
機
能
を
指
す
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
は
民
主
主
義
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
。
ソ
ー

ン
ダ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
機
能
は
、
共
に
現
代
国
家
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
。
こ
の
対
立
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的
な
二
つ
の
機
能
が
同
一
組
織
内
に
混
在
す
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
体
制
に
不
可
欠
な
資
本
蓄
積
に
脅
威
を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、

社
会
政
策
拡
充
に
対
す
る
、
住
民
・
労
働
者
か
ら
の
政
治
的
要
求
が
、
資
本
蓄
積
を
助
け
る
、
経
済
政
策
の
供
給
機
能
を
脅
か
す
か
ら

で
あ
る
。

対
立
的
な
二
つ
の
政
府
機
能
の
緊
張
を
緩
和
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
府
に
異
な
る
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
中
央
政
府
は
、
よ
り
上
位
の
目
標
で
あ
る
、
経
済
政
策
の
供
給
機
能
に
特
化
す
る
。
逆
に
中
央
政
府
は
、
相
対
的
に

住
民
か
ら
の
影
響
を
受
け
や
す
い
地
方
自
治
体
に
社
会
政
策
の
供
給
機
能
を
担
わ
せ
る
。
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
こ
う
し
た
機
能

分
担
ゆ
え
に
、
各
々
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
政
治
の
あ
り
方
も
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
で
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的

な
政
治
と
な
り
、
地
方
自
治
体
で
は
利
益
集
団
に
よ
る
競
合
的
政
治
と
な
る
（Saunders, 1981, pp.260-265

）。

こ
の
よ
う
な
論
理
で
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
と
の
質
的
差
異
を
示
し
て
い
る
。
質
的
差
異
と
は
、
地
方
自
治

体
に
お
け
る
、
社
会
政
策
の
供
給
機
能
お
よ
び
競
合
的
政
治
と
、
中
央
政
府
に
お
け
る
、
経
済
政
策
の
供
給
機
能
お
よ
び
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
的
政
治
と
の
間
の
差
異
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
モ
デ
ル
が
妥
当
す

る
と
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
理
論
は
、
単
一
で
は
な
く
、
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
と
で
二
重
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、

自
ら
の
理
論
を
「
二
重
国
家
論 dualistic theory of state
」
と
呼
ぶ
（Saunders, 1981, chap.8

）。

本
節
で
は
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
の
二
重
国
家
論
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
ど
の
よ
う
な
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ

タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
整
理
・
紹
介
し
て
き
た
。
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、
中
央
政
府
が
資
本
主
義
に

と
っ
て
よ
り
上
位
目
標
で
あ
る
経
済
政
策
を
、
住
民
か
ら
の
政
治
的
圧
力
を
受
け
や
す
い
地
方
自
治
体
が
社
会
政
策
を
そ
れ
ぞ
れ
分
担

す
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
し
た
。
二
重
国
家
論
は
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
の
政
府
機
能
が
経
済
政
策
の
供

給
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
が
社
会
政
策
の
供
給
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節　
「
都
市
間
競
争
論
」
と
「
立
法
府
理
論
」

　
　

第
一
項　

都
市
間
競
争
論
が
提
示
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

本
節
で
は
、
ポ
ー
ル
・
Ｅ
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン Paul E. Peterson 

の
議
論
を
整
理
・
紹
介
す
る
。
彼
の
理
論
は
、
中
央
地
方
関
係
論

に
お
い
て
、「
都
市
間
競
争
論 theory of com

petition am
ong local com

m
unities

」
あ
る
い
は
、「
機
能
理
論 functional theory

」
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
本
項
で
論
じ
る
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
は
、
二
重
国
家
論
と
全
く
逆
の
中
央
地
方
政

府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
理
論
は
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
を
供
給
す
る
政
府
機
能
を
担
い
、

地
方
自
治
体
の
選
好
が
経
済
政
策
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
次
項
で
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
近
年
提
唱
し
た
、「
立
法
府
理

論 legislative theory

」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
立
法
府
理
論
は
、
二
重
国
家
論
と
同
じ
中
央
地
方
政
府
間
機
能

分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
と
は
逆
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ

タ
ー
ン
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
一
九
八
一
年
の
﹃
都
市
の
限
界 C

ity Lim
its

﹄
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
問
題
関
心
は
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
都
市
政
治
と
行
政
研
究
に
あ
る
。
彼
は
、
従
来
の
ア
メ
リ
カ
都
市
研
究
が
、
都
市
の
政
治
と
行
政
を
中
央
政
府
の
そ
れ
ら
と

同
様
に
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
（Peterson, 1981, p.5

）。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
都
市
に
お
け
る
政
治
や
行
政

を
、
中
央
政
府
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
等
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
央
政
府
の
政
治
と
は
異
な
り
、

「
都
市
の
政
治
は
限
界
の
あ
る
政
治
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
都
市
の
政
治
や
行
政
の
限
界
と
は
何
か
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、

地
方
自
治
体
の
権
限
が
中
央
政
府
と
質
的
に
異
な
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
中
央
政
府
は
、
人
・
資
本
・
商
品
・
サ
ー

ヴ
ィ
ス
な
ど
の
国
際
的
移
動
を
規
制
す
る
権
限
や
、
資
本
に
対
す
る
統
制
権
限
な
ど
を
有
す
る
が
、
地
方
自
治
体
は
、
そ
の
よ
う
な
権
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限
を
持
た
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
都
市
の
限
界
」
と
は
、
地
方
自
治
体
の
権
限
の
欠
如
を
意
味
し
て
い
る

（Peterson, 1981, pp.22-29, p.70

）。

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
次
に
考
察
す
る
の
は
、
地
方
自
治
体
の
権
限
の
欠
如
が
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
論
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
＝
地
方
自
治
体
の
政
治
と
行
政
が
、
中
央
政
府
の
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
論
点

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
は
、
自
ら
の
域
内
経
済
を
直
接
的
に
防
衛
す
る
権
限
を
持
た
な
い
た
め
に
、
間
接
的
に
防
衛
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
間
接
的
な
防
衛
と
は
、
域
内
経
済
力
を
高
め
る
こ
と
と
、
福
祉
を
必
要
と
す
る
住
民
の
流
入
を
促
進
し
な
い
こ
と
で

あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
こ
れ
ら
を
「
都
市
の
利
益
」
と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
、「
都
市
の
利
益
」
を
守
る
こ
と
が
、「
都
市
の
政
策
」

の
制
約
と
な
る
の
で
あ
る
（Peterson, 1981, p.4

）。
そ
れ
は
、
政
治
的
に
は
、
社
会
政
策
が
政
治
争
点
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
行
政

的
に
は
、
経
済
政
策
に
対
す
る
支
出
は
伸
び
る
が
社
会
政
策
に
対
す
る
支
出
は
伸
び
な
い
こ
と
に
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
が
、
中
央
政

府
と
は
異
な
る
、
地
方
自
治
体
の
政
治
と
行
政
の
特
徴
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論
の
主
張
は
、
地
方
自
治
体
間
の
経

済
成
長
を
巡
る
競
争
状
況
が
、
地
方
自
治
体
の
選
好
を
経
済
政
策
へ
と
誘
導
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
都
市
間
競
争
論

は
、
中
央
政
府
が
、
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
は
十
分
に
供
給
さ
れ
え
な
い
、
社
会
政
策
の
供
給
機
能
を
担
う
と
主
張
す
る
（Peterson, 

1981, chap.2

）。

そ
の
上
で
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
の
財
政
構
造
を
素
材
に
、
都
市
間
競
争
論
を
実
証

的
に
検
証
す
る
。
次
節
以
降
の
論
点
に
か
か
わ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
彼
の
分
析
手
法
と
そ
の
含
意
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
の
財
政
支
出
の
差
異
を
分
析
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
公
共
政
策
を
分
類
す
る
。
彼

は
、
全
て
の
公
共
政
策
を
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
、「
開
発
政
策 developm

ental policy

」「
再
分
配
政
策 redistributive policy

」「
配

分
政
策 allocational policy

」
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
開
発
政
策
と
は
都
市
の
経
済
的
地
位
を
高
め
る
た
め
の
政
策
で
あ
り
、
本
稿
で
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言
う
と
こ
ろ
の
経
済
政
策
に
あ
た
る
。
具
体
例
と
し
て
は
、
高
速
道
路
建
設
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
再
分
配
政
策
と
は
、
低
所
得
の
住

民
に
利
益
を
与
え
る
が
、
同
時
に
都
市
の
経
済
力
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
政
策
で
あ
り
、
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
社
会
政
策
に

あ
た
る
。
具
体
的
に
は
、
福
祉
・
保
険
・
保
健
・
年
金
・
養
育
・
失
業
・
教
育
の
政
策
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
配
分
政
策
と
は
、
経
済

的
効
果
が
ほ
ぼ
中
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
警
察
と
消
防
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
三
つ
の
政
策
群
は
、
以
上
の
よ
う
に
定
義

お
よ
び
操
作
化
さ
れ
て
い
る
（Peterson, 1981, p.41, pp.51-52

）。

以
上
の
概
念
操
作
を
踏
ま
え
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
中
央
政
府
、
州
政
府
そ
し
て
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
三
つ
の
政
策

群
へ
の
支
出
割
合
を
統
計
的
に
分
析
し
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
に
と
っ
て
第
一
に
興
味
深
い
点
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
に
、
地
方
自

治
体
が
経
済
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
傾
向
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て

一
層
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（Peterson, 1981, chap.4

）。
か
か
る
分
析
結
果
は
、
都
市
間
競
争
論
の
想
定
を
実
証
的
に
支
持
し
て

い
る
。

第
二
に
興
味
深
い
点
は
、
地
方
自
治
体
間
の
支
出
の
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
要
因
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に

は
、
低
所
得
住
民
が
多
い
ほ
ど
、
社
会
政
策
拡
充
に
対
す
る
政
治
的
要
求
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
分

析
は
、
低
所
得
者
住
民
比
率
の
多
さ
が
、
地
方
自
治
体
の
社
会
政
策
へ
の
支
出
割
合
に
負
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
社
会
政
策
へ
の
支
出
に
正
の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
世
帯
平
均
所
得
と
一
人
当
た
り
財
産
の
大
き
さ
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
地
方
自
治
体
が
豊
か
で
あ
る
ほ
ど
、
社
会
政
策
へ
の
支
出
が
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
政
策
へ
の
支
出

に
は
、
地
方
自
治
体
の
財
政
能
力
の
差
、
す
な
わ
ち
貧
富
の
差
は
有
意
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
（Peterson, 1981, chap.3

）。
地
方

自
治
体
間
の
支
出
の
差
異
に
対
す
る
、
こ
の
分
析
は
、
都
市
の
政
治
と
行
政
が
、
中
央
政
府
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
地
方
自
治
体
の
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権
限
の
欠
如
と
い
う
「
都
市
の
限
界
」
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
て
い
る
。

財
政
の
支
出
構
造
に
加
え
て
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
財
源
の
差
異
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

彼
に
よ
る
と
、
地
方
自
治
体
は
逆
進
的
課
税
お
よ
び
移
動
可
能
性
が
小
さ
い
／
存
在
し
な
い
も
の
に
、
州
政
府
は
中
間
的
課
税
に
、
中

央
政
府
は
累
進
的
課
税
に
、
そ
れ
ぞ
れ
強
く
依
存
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
自
治
体
は
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
利
用
料
金
や
財
産

税
に
、
州
政
府
は
売
上
税
に
、
中
央
政
府
は
所
得
税
や
贅
沢
税
に
、
そ
れ
ぞ
れ
財
源
を
求
め
て
い
る
（Peterson, 1981, pp.71-77

）。

こ
の
分
析
結
果
は
、
都
市
間
競
争
論
を
財
政
収
入
の
面
か
ら
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
地
方
自
治
体
が
累
進
的
課

税
や
移
動
可
能
性
が
大
き
い
税
へ
の
課
税
を
行
う
と
、
企
業
や
高
所
得
層
住
民
の
域
外
脱
出
を
促
進
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
都
市
の

利
益
を
損
ね
る
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
自
治
体
は
、
か
か
る
事
態
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
逆
進
的
課
税
お
よ
び

移
動
可
能
性
が
小
さ
い
／
存
在
し
な
い
も
の
に
財
源
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
新
た
な
都
市
の
現
実 The N

ew
 U

rban R
eality

﹄
の
巻
頭
論
文
に
お
い
て
も
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、

同
様
の
分
析
を
示
し
て
い
る
。
同
書
に
お
け
る
彼
の
新
し
さ
は
、
都
市
間
競
争
論
に
基
づ
い
て
、
規
範
的
提
言
も
論
じ
て
い
る
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
は
、
所
得
格
差
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
地
方
自
治
体

が
社
会
政
策
を
厚
く
す
る
と
、
貧
困
層
住
民
の
流
入
を
招
い
て
し
ま
い
、
都
市
の
利
益
を
損
ね
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
彼
は
、
所
得
格
差
問
題
を
抜
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
普
遍
的
な
社
会
政
策
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る(((

（Peterson, 1985

）。

都
市
間
競
争
論
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
提
言
は
、
一
九
九
五
年
の
﹃
連
邦
制
の
費
用 The Price of Federalism

﹄
に
お
い
て
、「
機
能

理
論
」
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る(((
。
同
書
の
分
析
対
象
は
、
地
方
自
治
体
の
財
政
破
綻
問
題
で
あ
る
。
同
書
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
期

の
ア
メ
リ
カ
地
方
自
治
体
の
財
政
的
困
難
を
素
材
と
し
て
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
望
ま
し
い
政
府
機
能
分
担
お
よ
び
、
ア
メ
リ
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カ
の
実
態
を
論
じ
て
い
る
（Peterson, 1995, pp.1-5

）。

ま
ず
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
研
究
を
踏
ま
え
、
彼
の
規
範
的
立
場
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、
経
済
政
策
に
つ
い

て
、
彼
は
、
中
央
政
府
は
そ
の
供
給
者
と
し
て
は
効
率
性
が
悪
い
と
論
じ
る
。
そ
の
理
由
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能
し
な
い
た
め

に
、
中
央
政
府
は
、
鈍
感
か
つ
画
一
的
で
あ
り
、
現
在
の
敗
者
に
投
資
を
向
け
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
諸
点
で
あ
る
。
逆
に
彼
は
、
相

互
競
争
に
晒
さ
れ
て
い
る
地
方
自
治
体
の
方
が
経
済
政
策
の
供
給
者
と
し
て
相
応
し
い
と
論
じ
る
（Peterson, 1995, pp.25-27

）。
他

方
で
、
社
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
地
方
自
治
体
は
基
本
的
に
供
給
者
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
論
じ
る(((
。
そ
の
理

由
は
、
資
源
の
地
域
間
の
流
動
性
が
高
い
こ
と
、
社
会
政
策
へ
の
要
求
は
、
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
地
方
自
治

体
は
「
福
祉
の
マ
グ
ネ
ッ
ト
」
効
果 

︱ 

寛
容
な
社
会
政
策
は
福
祉
受
給
者
を
引
き
寄
せ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
地
方
自
治
体
財
政
が

破
綻
し
て
し
ま
う
現
象 

︱ 

を
嫌
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
、
中
央
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
当
て
は
ま
ら
な
い
た

め
に
、
社
会
政
策
の
供
給
者
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
論
じ
る
（Peterson, 1995, pp.27-32

）。
し
た
が
っ
て
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
に
よ
れ

ば
、
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
を
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担
す
る
こ
と
が
機
能
的
に
望
ま
し
い
。

機
能
理
論
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
機
能
的
に
望
ま
し
い
と
考
え
る
通
り
に
、
中
央
地
方
政
府
間
で
政
府
機
能
が
分
担
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
説
明
す
る
理
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
に
、
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
し
て
い
る
時
、
そ

の
理
由
を
説
明
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
の
説
明
の
論
理
は
、
都
市
間
競
争
論
を
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
地
方
自
治
体

に
は
、
域
内
経
済
を
防
衛
す
る
権
限
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
方
自
治
体
の
選
好
は
、
社
会
政
策
で
は
な
く
経
済
政
策
と
な

る
。
他
方
で
、
中
央
政
府
は
、
自
国
経
済
を
防
衛
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
央
政
府
は
、
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
は

十
分
供
給
さ
れ
え
な
い
、
社
会
政
策
の
供
給
と
い
う
政
府
機
能
を
分
担
す
る
。
こ
の
よ
う
に
機
能
理
論
は
、
都
市
間
競
争
論
の
論
理
を

用
い
て
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
に
、
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
理
論
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
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れ
は
、
機
能
的
に
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
理
論
で
あ
る
（Peterson, 1995, pp.17-39

）。

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、﹃
連
邦
制
の
費
用
﹄
で
も
、
各
政
府
の
財
政
支
出
を
統
計
的
に
分
析
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
実
際
の
政
府
支
出
が
、
基
本
的
に
機
能
理
論
が
予
測
す
る
通
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一

方
で
中
央
政
府
は
、
経
済
政
策
へ
の
支
出
を
あ
ま
り
伸
ば
し
て
い
な
い
が
、
社
会
政
策
へ
の
支
出
を
伸
ば
し
て
い
る
。
他
方
で
地
方
自

治
体
は
、
社
会
政
策
へ
の
支
出
を
あ
ま
り
伸
ば
し
て
い
な
い
が
、
経
済
政
策
へ
は
今
も
昔
も
多
く
支
出
し
て
い
る
（Peterson, 1995, 

pp.67-75

）。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
財
政
支
出
の
差
異
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
機
能
理
論
（
＝
都
市
間

競
争
論
）
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
規
範
的
立
場
と
一
致
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
政
府
機
能
分
担
を
機
能
的
に
優
れ
て
い
る
と
肯
定
的
に
評
価
す
る(((
。

本
項
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
中
央
地
方

政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
整
理
・
紹
介
し
て
き
た
。
都
市
間
競
争
論
は
、
地
方

自
治
体
が
自
ら
の
域
内
経
済
を
直
接
防
衛
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
自
治
体
は
、
経
済
政

策
に
傾
斜
す
る
こ
と
で
「
都
市
の
利
益
」
を
守
ろ
う
と
す
る
。
逆
に
、
か
か
る
権
限
を
有
す
る
中
央
政
府
は
、
社
会
政
策
供
給
の
政
府

機
能
を
有
す
る
。
都
市
間
競
争
論
は
、
二
重
国
家
論
と
同
じ
く
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
質
的
な
差
異
か
ら
、
あ
る
特
定
の
中
央

地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
と
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
理
論
が
提
示
す
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
が
予
測
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
も
全
く
逆
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
理
論
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
四
節
で
論
じ
る
。
差
し
当
た
り
こ
こ
で
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
財
政

の
統
計
的
分
析
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
が
、
都
市
間
競
争
論
の
想
定
通
り
の
政
府
機
能
分
担
を
成
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
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第
二
項　

立
法
府
理
論
が
提
示
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

前
項
で
は
、﹃
連
邦
制
の
費
用
﹄
も
、
都
市
間
競
争
論
の
説
明
力
の
高
さ
を
実
証
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
す
な
わ
ち
同
書
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
中
央
政
府
が
社
会
政
策
に
傾
斜
し
、
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
基
本
的
に
」
と
留
保
を
つ
け
て
同
書
を
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
同
書
に
お
い
て
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
、

機
能
理
論
（
＝
都
市
間
競
争
論
）
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
を
全
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、「
立
法
府
理
論
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
本
項
で
論
じ
る
よ
う
に
、
立
法
府
理
論
は
、
中
央
政
府

が
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治
体
が
社
会
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
予
測
す
る
。
本
項
で
は
、
立
法
府
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
予
測
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
お
よ
び
、
立
法
府
理
論
が
ど
れ
ほ
ど
現
実
の
政
策
パ
タ
ー
ン
を
説
明
し
う
る

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
整
理
・
紹
介
す
る
。

立
法
府
理
論
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
国
家
の
立
法
府
の
組
織
的
特
徴
か
ら
、
特
定
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の

パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
す
る
。
立
法
府
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
中
央
政
府
の
選
好
は
経
済

政
策
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
分
担
す
る
政
府
機
能
は
社
会
政
策
で
あ
る
。

以
下
で
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
紹
介
し
よ
う
。
立
法
府
理
論
は
、
中
央
政
府
の
立
法
府
に
お
い
て
、
地
方
か
ら
選
出
さ
れ
る
議
員
た

ち
が
、
自
ら
の
選
挙
区
へ
公
共
事
業
な
ど
の
利
益
誘
導
（
＝
ポ
ー
ク
・
バ
レ
ル
）
を
図
ろ
う
と
す
る
と
考
え
る(((
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
央

政
府
の
組
織
的
選
好
は
経
済
政
策
と
な
る
。
逆
に
社
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
の
立
法
府
は
、
費
用
の
負
担
を
回
避
し
よ
う
と

す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
体
に
立
法
化
を
丸
投
げ
し
た
り
、
負
担
を
押
し
付
け
た
り
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
方
自
治
体
は
社
会
政
策
を
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分
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
立
法
府
理
論
に
よ
れ
ば
、
中
央
政
府
の
組
織
的
選
好
は
経
済
政
策
で
あ
り
、
地
方
自
治
体

の
分
担
す
る
政
府
機
能
は
社
会
政
策
で
あ
る
（Peterson, 1995, pp.39-48

）。

こ
の
よ
う
に
、
立
法
府
理
論
は
、
機
能
理
論
と
は
逆
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
予
測
す
る
。
既
に
前
項
で
紹
介

し
た
よ
う
に
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
機
能
理
論
の
想
定
が
基
本
的
に
は
正
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
立
法
府
理
論
の
方
が
、
よ
り
現
実
を
説
明
し
て
い
る
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
に
と
っ
て

興
味
深
い
点
は
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
七
七
年
の
間
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
経
済
政
策
へ
の
補
助
金
が
、
社
会
政
策
へ

の
補
助
金
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
七
七
年
の
間
、
中
央
政
府
が
経
済
政
策
へ
傾
斜
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
、
立
法
府
理
論
を
当
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
中
央
政
府
の

議
員
に
と
っ
て
徴
税
の
政
治
的
費
用
よ
り
も
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
調
達
の
便
益
の
方
が
大
き
か
っ
た
こ
と
と
、
中
央
政
府
の
議
院
に
お
け
る

権
力
構
造
が
分
散
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
中
央
政
府
が
経
済
政
策
に
傾
斜
し
た
原
因
で
あ
ろ
う
と
論
じ
る
（Peterson, 1995, pp.75-

84

）。
し
た
が
っ
て
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
立
法
府
理
論
も
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
に
と
っ
て
有
意
味
な
理
論
で
あ
る
と
評
価
す

る(((
。本

項
で
は
、
立
法
府
理
論
を
整
理
・
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
理
論
は
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
と
は
逆
の
中
央
地
方
政
府

間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
立
法
府
理
論
に
よ
れ
ば
、
中
央
政
府
は
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治
体
は
社
会
政
策

に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
中
央
政
府
に
お
け
る
立
法
府
議
員
た
ち
は
、
自
ら
の
選
挙

区
に
利
益
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
。
他
方
で
、
地
方
自
治
体
は
、
中
央
政
府
か
ら
社
会
政
策
供
給
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
立
法
府
理
論
は
、
中
央
政
府
の
選
好
が
経
済
政
策
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
が
社
会
政
策
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら

に
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
補
助
金
の
統
計
的
分
析
に
よ
っ
て
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
七
七
年
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
立
法
府
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理
論
の
想
定
通
り
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
項
で
論
じ
た
立
法
府
理
論
と
、
前
節
で
論
じ
た
二
重
国
家
論
は
、
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
異
な
る
が
、
同
じ
結
論
を
予
測
す

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
理
論
は
共
に
、
中
央
政
府
は
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治
体
は
社
会
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
主
張

す
る
。
こ
の
二
つ
の
理
論
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
四
節
第
二
項
で
論
じ
る
。

　

第
三
節　

都
市
間
競
争
論
の
修
正

本
章
第
一
節
と
第
二
節
で
、
二
重
国
家
論
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）、
立
法
府
理
論
の
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分

担
論
を
整
理
・
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
は
全
て
、
あ
る
特
定
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
生
じ
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
次
節
で
の
課
題
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
そ
の
前
に
、
都
市
間
競
争
論
に
対
す
る
修
正
点
を
三
つ
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
に
対
し
て
は
、

ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
と
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
以
降
も
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
、
都
市
間
競
争
論
に
対
し
て

は
、
と
り
わ
け
多
く
の
研
究
が
提
出
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
都
市
間
競
争
論
に
修
正
を
迫
る
も
の
も
あ
っ

た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
三
つ
の
理
論
の
関
係
を
論
じ
る
前
に
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
以
降
の
都
市
間
競
争
論
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ

つ
、
以
下
の
三
つ
の
点
に
つ
い
て
、
同
理
論
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
ず
第
一
項
で
は
、
都
市
間
競
争
論
に
は
留

保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
次
に
第
二
項
で
は
、
国
際
化
が
進
展
し
た
状
況
下
で
は
、
都
市
間
競
争
論
が
前
提
と
す
る
「
一

国
主
義
」
が
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
最
後
に
第
三
項
で
は
、
質
的
研
究
手
法
の
取
り
込
み
の
必
要
性
に
つ
い
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て
、
政
治
学
一
般
の
動
向
を
踏
ま
え
て
主
張
す
る
。

　
　

第
一
項　

強
い
中
央
地
方
関
係
の
状
況
下
に
お
け
る
、
都
市
間
競
争
論
へ
の
留
保

都
市
間
競
争
論
は
、
特
に
日
本
に
お
い
て
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
で
は
、「
福
祉
と
分
権
の
両

立
」
は
「
常
識
に
一
致
す
る
」
の
に
対
し
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
む
し
ろ
、
分
権
が
福
祉
の
「
阻
害
要
因
」
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
に
お
け
る
「
常
識
」
と
、「
世
界
の
常
識
」
で
あ
る
都
市
間
競
争
論
と
の
間
の
齟
齬
に
注
目
が
集
ま
っ

た
の
で
あ
る
（
佐
藤
、
二
〇
〇
〇
、
六
九
︱
七
〇
頁
）。
以
下
本
項
で
示
す
よ
う
に
、「
な
ぜ
、
日
本
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の

パ
タ
ー
ン
が
、
都
市
間
競
争
論
の
想
定
と
は
異
な
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
対
す
る
研
究
の
理
論
的
果
実
と
し
て
、
都
市
間
競
争
論
に

は
、
留
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る(((
。

こ
の
よ
う
な
研
究
例
と
し
て
、
佐
藤
満
と
北
山
俊
哉
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、「
な
ぜ
機
能
的
な
連
邦
制
理
論
︹
＝
都
市

間
競
争
論
︺
は
あ
る
程
度
の
説
明
力
が
あ
り
な
が
ら
、
日
本
の
政
策
パ
タ
ー
ン
を
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
関

心
を
抱
い
て
い
た
（
北
山
、
二
〇
〇
〇
、
一
七
四
頁
）。
彼
ら
は
共
に
、「
財
政
に
お
け
る
、
融
合
型
の
中
央
地
方
関
係
」
と
い
う
日
本

の
制
度
に
そ
の
答
え
を
求
め
る
。
つ
ま
り
日
本
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
間
で
業
務
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
財
源
も
ま
た
融
合
的
で
あ
る
た
め
に
、
都
市
間
競
争
が
地
方
自
治
体
に
か
け
る
財
政
的
な
制
約
は
、「
ソ
フ
ト
」
な
も
の
と

な
る
。
結
果
と
し
て
、
地
方
自
治
体
は
社
会
政
策
を
拡
充
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
佐
藤
、
二
〇
〇
〇；

北

山
、
二
〇
〇
〇
）。

佐
藤
と
北
山
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ
の
知
見
を
検
証
し
た
の
が
、
曽
我
謙
悟
に
よ
る
研
究
で
あ
る
。
彼
は
、
も
し
中
央
政
府
が
地
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方
自
治
体
の
行
動
を
強
力
に
制
約
す
る
な
ら
ば
、
地
方
自
治
体
の
採
り
う
る
政
策
の
幅
が
狭
く
な
る
と
論
じ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
地

方
自
治
体
間
の
政
策
選
択
を
巡
る
競
争
、
す
な
わ
ち
都
市
間
競
争
は
、
地
方
自
治
体
の
採
り
う
る
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
く

な
る
。
こ
れ
を
定
式
化
す
る
と
、「
地
方
政
府
に
対
し
て
中
央
政
府
が
か
け
る
制
約
の
程
度
は
、
地
方
政
府
が
地
域
間
の
資
源
の
移
動

可
能
性
︹
＝
都
市
間
競
争
の
圧
力
︺
か
ら
加
え
ら
れ
る
制
約
の
程
度
と
、
ほ
ぼ
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
」
と
な
る
（
曽
我
、
二

〇
〇
一
、
七
三
頁
）。
曽
我
は
、
こ
う
し
た
仮
説
に
基
づ
き
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
強
力
な
時
期

に
は
、
都
市
間
競
争
論
の
想
定
と
は
異
な
り
、
地
方
自
治
体
の
社
会
政
策
へ
の
支
出
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
、
統
計
的
分
析
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
曽
我
、
二
〇
〇
一
）。

佐
藤
、
北
山
、
そ
し
て
曽
我
に
よ
る
研
究
は
、
な
ぜ
都
市
間
競
争
論
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ

タ
ー
ン
が
観
察
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
彼
ら
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
財

政
援
助
が
強
い
場
合
（
＝
財
政
に
お
け
る
、
融
合
型
の
中
央
地
方
関
係
の
場
合
）
か
、
権
限
に
対
す
る
統
制
が
強
い
場
合
に
は
、
中
央

政
府
は
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治
体
は
社
会
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
。
こ
れ
ら
の
双
方
ま
た
は
い
ず
れ
か
が
成
り
立
つ
状
況
を

「
中
央
地
方
関
係
が
強
い
場
合
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
要
す
る
に
、
中
央
地
方
関
係
が
強
い
場
合
に
は
、
都
市
間
競
争
論
が
想
定
す
る

中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る(((
。

　
　

第
二
項　

国
際
化
の
進
展
に
よ
る
都
市
間
競
争
論
の
修
正((((

本
項
で
は
、
国
際
化
が
進
展
し
た
状
況
下
に
お
い
て
は
、
都
市
間
競
争
論
が
予
測
す
る
中
央
政
府
の
政
府
機
能
・
選
好
に
、
一
定
の

修
正
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
前
節
第
一
項
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論
は
、「
一
国
主
義
」
の
前
提
に
立
脚
し



論　　説

法政論集　241号（2011） 122

て
い
た
。
す
な
わ
ち
同
理
論
は
、
人
・
資
本
・
商
品
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
と
っ
て
、
国
家
間
で
の
自
由
な
移
動
は
不

可
能
で
あ
る
が
、
地
方
自
治
体
間
の
移
動
は
容
易
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
の
上
に
考
察
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
中
央

政
府
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
国
家
間
移
動
を
制
限
す
る
能
力
が
あ
る
た
め
、
社
会
政
策
を
拡
充
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
国
主
義
の
前
提
は
常
に
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
今
日
の
国
際
状
況

に
鑑
み
る
と
、
一
国
主
義
の
前
提
は
動
揺
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
項
で
は
、
一
国
主
義
と
い
う
前
提
が
動
揺
す
る
と
、
都
市
間

競
争
論
が
予
測
す
る
、
中
央
政
府
の
政
府
機
能
・
選
好
は
ど
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
自
身
が
、
今
日
の
国
際
化
の
進
展
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
が
一
九
九

五
年
に
出
版
し
た
﹃
連
邦
制
の
費
用
﹄
は
、
こ
の
点
に
触
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
国
際
化
が
進
展
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ

の
中
央
政
府
が
、
そ
の
主
要
税
源
を
法
人
税
か
ら
所
得
税
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
企
業
の
国
外
脱
出
を
食
い
止
め
る
努

力
を
払
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
に
、
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
に
変
化
は
な

い
、
と
論
じ
る
（Peterson, 1995, pp.30-33
）。
こ
の
よ
う
に
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
自
身
は
、
国
際
化
の
進
展
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
央
地

方
政
府
間
機
能
分
担
に
特
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
し
て
、
一
国
主
義
の
前
提
を
継
承
し
、
機
能
理
論
を
提
唱
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
本
稿
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
と
は
異
な
り
、
国
際
化
の
進
展
と
い
う
状
況
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の

理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
仮
に
地
方
自
治
体
と
の
比
較
で
中
央
政
府
の
方
が
社
会
政
策
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
中
央
政
府
が
経
済
政
策
に
無
関
心
な
ま
ま
で
い
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
国
家
間

の
方
が
、
地
方
自
治
体
間
に
比
べ
て
移
動
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
た
め
、
地
方
自
治
体
と
比
較
す
れ
ば
、
中
央
政
府

の
方
が
社
会
政
策
の
提
供
に
向
い
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
際
化
が
進
展
し
た
状
況
に
お
い
て
も
、
中
央
政
府

が
経
済
政
策
に
関
心
を
寄
せ
ず
、
社
会
政
策
の
み
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ B

ob 
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Jessop 

は
、
近
年
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
め
に
、
国
家
が
「
競
争
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
論
じ
る
。

「
競
争
国
家
」
と
は
、
他
の
諸
国
家
と
の
競
争
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
、
国
内
の
経
済
成
長
や
、
国
内
を
拠
点
と
す
る
資
本
の
競
争
優
位

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
新
し
い
国
家
像
で
あ
る
（Jessop, 2002, p.96

＝
二
〇
〇
五
、
一
三
六
頁
）。
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
考
慮

に
入
れ
る
な
ら
ば
、
中
央
政
府
の
政
府
機
能
や
選
好
は
、
捉
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
あ
く
ま
で
も
一
九
九
〇
年
代
前
半
期
の
ア
メ
リ
カ
の
実
態
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
都
市
間
競
争
論
を
他
の
時
代
・
他
の
国
へ
適
用
す
る
場
合
に
は
、
国
際
化
の
進
展
と
い
う
状
況
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
本
稿
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
期
の
イ
ギ
リ
ス
が
挙
げ
ら
れ

る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
八
六
年
の
金
融
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
や
、
単
一
欧
州
議
定
書
に
基
づ
く
一
九
九
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
単

一
市
場
に
向
け
た
準
備
が
政
治
的
注
目
を
集
め
て
い
た((((
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
化
が
進
展
す
る
、
す
な
わ
ち
、
一
国
主
義
と
い
う
前
提

が
動
揺
す
る
と
、
中
央
政
府
の
政
府
機
能
・
選
好
が
、
都
市
間
競
争
論
の
想
定
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。実

は
、
都
市
間
競
争
論
に
、
国
際
化
の
進
展
と
い
う
状
況
を
加
味
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
研
究
指
針
は
既
に
提
示
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
建
林
正
彦
ら
は
、
住
民
や
企
業
が
国
境
を
越
え
て
簡
単
に
移
動
す
る
場
合
に
は
、
都
市
間
競
争
論
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
中
央
政
府
に
も
当
て
は
ま
り
、
中
央
政
府
も
ま
た
社
会
政
策
を
十
分
に
維
持
で
き
な
く
な
る
と
論
じ
る
（
建
林　

他
、
二
〇
〇
八
、

三
一
八
︱
三
一
九
頁
）。
彼
ら
は
、
都
市
間
競
争
論
な
ら
ぬ
、「
国
家
間
競
争
論
」
の
登
場
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
論
点
に
対
し
て
は
、
菊
池
努
に
よ
る
「
競
争
国
家
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
論
考
が
参
考
に
な
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
競
争
国
家
は
、「
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
適
応
す
る
」
こ
と
を
目
標
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、「
国
家
は
、
国
際
市
場
で
勝

ち
抜
く
た
め
に
、
海
外
か
ら
の
投
資
や
貿
易
を
促
進
し
、
国
内
経
済
制
度
や
経
済
政
策
を
国
際
的
に
調
和
の
と
れ
た
も
の
に
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
国
民
に
経
済
的
繁
栄
を
与
え
る
た
め
に
、
自
国
領
土
内
に
国
際
的
な
競
争
力
を
有
す
る
産
業
を
育
成
・
誘
致

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
菊
池
は
、「
競
争
国
家
」
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
彼
は
、
今
日
の
「
先
進
国
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
経

済
改
革
の
試
み
」
は
ま
さ
に
こ
の
戦
略
の
一
環
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
言
う
、
経
済
改
革
と
は
、
賃
金
が
相
対
的
に
低
い
発
展

途
上
国
と
の
国
際
競
争
の
激
化
ゆ
え
に
、
あ
ま
り
利
益
が
見
込
め
な
く
な
っ
た
労
働
集
約
型
産
業
か
ら
、
付
加
価
値
の
高
い
産
業
へ
の

転
換
を
意
味
し
て
い
る((((
（
菊
池
、
二
〇
〇
四
、
二
〇
三
︱
二
〇
四
頁；

野
林　

他
、
二
〇
〇
七
、
一
四
︱
一
九
頁
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
国
際
的
な
競
争
力
を
有
す
る
産
業
付
加
価
値
の
高
い
産
業
」
に
は
、
資
本
や
イ
ン
フ
ラ
の
他
に
も
、
そ

の
担
い
手
と
な
る
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
や
専
門
職
の
人
的
資
源
も
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
家
は
こ
れ
ら
人
材
の
育
成
に
も
力
を

入
れ
る
。
不
足
す
る
場
合
に
は
、
他
国
か
ら
の
移
民
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
移
民
は
「
ハ
イ
テ
ク
移
民
」
と
呼
ば
れ
る

（
上
林
、
二
〇
〇
二
な
ど
）。
し
か
し
、
人
間
の
国
際
移
動
可
能
性
は
、
資
本
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
商
品
な
ど
に
比
べ
て
、
相
対
的
に
低

い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
国
家
は
、
人
間
の
流
出
入
に
対
し
て
相
対
的
に
強
い
規
制
を
か
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
規
制
を
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
駒
井
洋
は
、「
国
境
の
壁
は
、
資
本
の
自
由
な
移

動
を
ほ
と
ん
ど
自
由
に
許
容
す
る
が
、
労
働
の
移
動
に
は
き
び
し
い
制
限
を
加
え
る
」
と
端
的
に
主
張
す
る
（
駒
井
、
二
〇
〇
二
、
三

〇
頁
）。
第
二
に
、
そ
も
そ
も
人
間
に
と
っ
て
は
、
資
本
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
商
品
に
比
べ
て
国
際
移
動
に
対
す
る
障
壁
が
依
然
と
し
て

大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
言
語
や
文
化
、
生
活
習
慣
、
人
間
関
係
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
移
民
の
障
壁
に
つ

い
て
は
、
既
に
多
く
の
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
一
例
と
し
て
、
上
林
千
恵
子
の
研
究
が
示
唆
的
で
あ
る
。
彼
女
は
、
先
進
各
国

が
ハ
イ
テ
ク
移
民
の
流
入
促
進
を
図
っ
て
い
る
も
の
の
、
ど
の
国
も
十
分
な
ハ
イ
テ
ク
移
民
を
確
保
で
き
て
い
な
い
状
況
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
国
境
を
越
え
た
労
働
力
の
移
動
は
、
あ
ま
り
大
き
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る((((
（
上
林
、
二
〇
〇
二
、

七
八
︱
八
四
頁
）。
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以
上
の
議
論
か
ら
、
国
際
化
が
進
展
し
た
場
合
に
は
、
中
央
政
府
の
選
好
は
よ
り
複
雑
化
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
の
選
好
は
、
資
本
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
商
品
な
ど
と
い
っ
た
国

際
移
動
可
能
性
が
高
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
と
、
人
的
資
源
の
育
成
や
、
国
民
の
生
活
保
障
と

い
っ
た
国
際
移
動
可
能
性
が
低
い
、
人
間
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
政
策
と
で
細
分
化
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
図
表
１
の
モ
デ
ル
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
。

図
表
１
の
モ
デ
ル
は
、
国
際
移
動
可
能
性
の
高
低
の
軸
を
採
り
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ピ
ー

タ
ー
ソ
ン
の
都
市
間
競
争
論
モ
デ
ル
よ
り
も
複
雑
な
政
府
機
能
・
選
好
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
の
都

市
間
競
争
論
モ
デ
ル
と
こ
の
モ
デ
ル
の
相
違
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、

経
済
政
策
で
あ
っ
て
も
、
国
際
移
動
可
能
性
が
高
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
（
左
上
の
セ
ル
）
に

対
し
て
は
、
中
央
政
府
は
こ
れ
を
供
給
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
予
測
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
菊
池
が
論
じ

る
よ
う
に
、
こ
れ
を
供
給
し
な
い
な
ら
ば
、
経
済
成
長
を
も
た
ら
す
よ
う
な
企
業
が
参
入
せ
ず
、
さ

ら
に
は
企
業
の
国
外
脱
出
を
招
い
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
モ
デ

ル
は
、
経
済
政
策
で
あ
っ
て
、
国
際
移
動
可
能
性
が
低
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
（
右
上
の
セ

ル
）
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
と
し
て
は
特
に
関
心
を
も
た
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
高
い

経
済
成
長
を
も
た
ら
す
よ
う
な
産
業
に
は
、
専
門
職
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
な
ど
の
人
的
資
源
が
不
可

欠
で
あ
る
が
、
人
的
資
源
は
、
国
境
を
越
え
て
確
保
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
主
と
し
て
国
内
移
動

に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
中
央
政
府
と
し
て
は
、
正
負
ど

ち
ら
の
方
向
へ
も
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
た
と
え

【図表１：都市間競争論モデルにおいて、国際化が進展した場合の、中央政府の政府機能・
選好：＋はそれを機能分担している、あるいは選好であることを、「－」はそれを機能分担
していない、あるいは選好ではないことを、「0」はどちらとも言えないことを、それぞれ意
味している。本章以下の図表でも同じ】

国際移動可能性が
高い分野を対象

国際移動可能性が
低い分野を対象

経済政策 ＋ 0

社会政策 － ＋
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社
会
政
策
で
あ
っ
て
も
、
国
際
移
動
可
能
性
が
高
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
（
左
下
の
セ
ル
）
に
対
し

て
は
、
そ
の
供
給
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
中
央
政
府
は
、
未
熟
練
・
半
熟
練

労
働
者
に
対
す
る
雇
用
供
給
に
は
消
極
的
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る((((
。
な
ぜ
な
ら
、
税
収
増
が
見
込
め
な
い

産
業
に
投
資
し
た
と
し
て
も
、
結
局
国
際
競
争
に
は
勝
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
依
然
と
し

て
社
会
政
策
の
供
給
は
、
地
方
自
治
体
よ
り
も
中
央
政
府
に
期
待
さ
れ
る
が
、
中
央
政
府
は
、
国
際
移
動

可
能
性
が
低
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
（
右
下
の
セ
ル
）
で
も
っ
て
そ
の
責
任
に
応
え
る
と
考
え
ら
れ

る
。
具
体
的
に
は
、
直
接
的
な
生
活
保
護
給
付
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
国
際
化
の
進
展
は
、
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
・
選
好
に
対
す
る
、
都
市
間
競
争
論
の
予
測
に

は
影
響
を
与
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
図
表
２
参
照
）。
な
ぜ
な
ら
、
都
市
間
競
争
論
は
、
全
て
の
要
素

に
つ
い
て
、
国
家
間
の
移
動
可
能
性
よ
り
も
地
方
自
治
体
間
の
移
動
可
能
性
の
方
が
高
い
こ
と
を
前
提
に

し
た
理
論
で
あ
り
、
国
際
化
が
進
展
し
て
も
そ
の
こ
と
に
変
化
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
項
で
は
、
都
市
間
競
争
論
に
お
い
て
、
国
際
化
が
進
展
し
、
一
国
主
義
の
前
提
が
動
揺
し
た
場
合

に
、
中
央
政
府
の
政
府
機
能
・
選
好
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
考
察
し
て
き
た
。
本
項
は
、
ピ
ー

タ
ー
ソ
ン
に
よ
る
、
経
済
政
策
／
社
会
政
策
と
い
う
政
策
区
分
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
政
策

は
、「
国
際
移
動
可
能
性
が
高
い
分
野
を
対
象
／
国
際
移
動
可
能
性
が
低
い
分
野
を
対
象
」
と
い
う
軸
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

【図表２：都市間競争論モデルにおいて、国際化が進展した場合の、地方自治体の政府機能
分担・選好配置】

国際移動可能性が
高い分野を対象

国際移動可能性が
低い分野を対象

経済政策 ＋ ＋

社会政策 － －
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第
三
項　

質
的
分
析
手
法
の
採
用

本
項
は
、
質
的
分
析
手
法
を
採
用
す
る
必
要
性
を
主
張
す
る
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
と
曽
我
は
、
財
政
の
統
計
分
析
と
い
う
量
的
分
析
手

法
を
採
用
し
て
い
た
。
だ
が
、
本
項
で
論
じ
る
よ
う
に
、
量
的
分
析
手
法
に
は
、
三
つ
の
限
界
が
あ
る
。
三
つ
の
限
界
と
は
、
客
観
的

な
政
策
分
類
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
の
不
十
分
性
、
都
市
間
競
争
論
の
射
程
の
不
明
確
さ
で
あ
る
。
本
項
は
、
こ
れ
ら
三
点
の
限
界
を

乗
り
越
え
る
際
に
は
、「
分
析
的
物
語 A

nalytic N
arrative

」
の
研
究
手
法
が
、
都
市
間
競
争
論
を
は
じ
め
と
す
る
、
中
央
地
方
政
府

機
能
分
担
論
の
仮
説
を
検
証
す
る
際
に
有
力
な
手
法
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る((((
。

ま
ず
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
と
曽
我
が
採
用
し
た
、
量
的
分
析
手
法
の
限
界
に
つ
い
て
三
点
確
認
し
て
お
こ
う
。
量
的
分
析
手
法
の
限
界

の
第
一
点
目
は
、
公
共
政
策
が
客
観
的
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
問
題
な
の
か
を
論

じ
た
い
。

ま
ず
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
の
政
策
分
類
手
法
に
つ
い
て
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
ら
は
、
財
政
支
出
に
つ
い
て
の
多
数
の
サ

ン
プ
ル
を
統
計
的
に
処
理
す
る
た
め
に
、
彼
ら
自
身
の
基
準
に
基
づ
い
て
公
共
政
策
を
分
類
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン

は
、
地
域
経
済
力
に
好
影
響
か
悪
影
響
の
ど
ち
ら
を
与
え
る
か
に
よ
っ
て
、
公
共
政
策
が
分
類
さ
れ
る
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
好
影

響
を
与
え
る
政
策
が
経
済
政
策
で
あ
り
、
悪
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
政
策
が
社
会
政
策
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
分
類
方
法
に
沿
っ
て
、

高
速
道
路
建
設
政
策
を
経
済
政
策
、
福
祉
・
保
険
・
保
健
・
年
金
・
養
育
・
失
業
・
教
育
の
各
政
策
を
社
会
政
策
に
分
類
し
て
い
る

（Peterson, 1981, pp.41-51

）。
確
か
に
、
こ
う
し
た
政
策
分
類
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
外
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
政
策
分
類
に
対
し
て
は
、「
資
本
主
義
国
家
の
公
共
支
出
を
⋮
大
な
た
で
２
分
割
す
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
適
当

で
あ
る
か
」
と
い
う
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
教
育
政
策
は
、「
個
々
人
の
教
養
を
高
め
社
会
に
お
け
る
生
活
の
質
そ
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の
も
の
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
」
社
会
政
策
的
要
素
を
持
つ
が
、「
労
働
力
の
質
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
生
産
性
を

高
め
る
と
い
う
意
味
で
は
」
経
済
政
策
的
要
素
も
持
っ
て
い
る
（
秋
月
、
二
〇
〇
一
、
一
四
二
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
政
策
を
分
類
す

る
こ
と
な
ど
そ
も
そ
も
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
後
年
の
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽

我
は
、
分
析
上
、
公
共
政
策
は
、
そ
の
「
第
一
義
的
な
目
的
」
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
と
応
え
て
い
る
（Peterson, 1995, pp.64-65；

曽
我
、
二
〇
〇
一
、
七
五
頁
）。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
公
共
政
策
は
、
実
際
の
効
果
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
意
図

さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
意
図
の
中
に
も
多
様
な
期
待
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
は
、
政
策
に
期
待
さ
れ

た
第
一
義
的
な
目
的
に
よ
っ
て
、
政
策
は
分
類
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
曽
我
は
、
公
共
政
策
を
「
開
発
政
策
」
と
「
再
分
配
政

策
」
へ
と
二
つ
に
分
類
す
る
際
に
、
開
発
政
策
を
「
当
該
政
策
を
実
施
す
る
地
域
経
済
に
、
負
の
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
企
図

し
て
い
る
政
策
群
」
と
定
義
し
、
再
分
配
政
策
を
「
当
該
政
策
を
実
施
す
る
地
域
経
済
に
、
負
の
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
容
認

し
て
い
る
政
策
群
」
と
定
義
し
て
い
る
（
曽
我
、
二
〇
〇
一
、
七
五
頁
）。
確
か
に
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
が
、
中
央
政
府

と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
、
各
政
策
に
対
す
る
政
府
機
能
・
選
好
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
政
策
の
区
分
は
必
要
で
あ
る
し
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
の
採
用
す
る
、「
第
一
義

的
な
目
的
」
に
よ
る
区
分
は
考
慮
に
値
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
残
る
問
題
は
、
あ
る
政
策
を
経
済
政
策
／
社
会
政
策
の
ど
ち
ら
に
分
類
す
る
の
か
、
と
い
う
作
業
の
際

に
生
じ
る
。
こ
こ
で
、「
第
一
義
的
な
目
的
」
と
い
う
主
観
的
な
認
識
と
、
観
察
者
に
よ
る
分
類
の
客
観
性
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
曽
我
は
、「
企
図
し
て
い
る
」
や
「
容
認
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
で
、
政
策
供
給
主
体
の
認
識
の
重
要
性
を
論
じ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
曽
我
自
身
の
認
識
に
よ
っ
て
政
策
を
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
類
手
法
の
問
題

点
を
、
産
業
政
策
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
は
、
産
業
政
策
を
経
済
政
策
に
分
類
し
て
い
る
（Peterson, 
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1995, p.198；

曽
我
、
二
〇
〇
一
、
九
一
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
産
業
政
策
は
、
必
然
的
に
経
済
政
策
へ
と
分
類
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
産
業
政
策
は
、「
都
市
の
経
済
成
長
の
一
環
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、「
住
民
の
雇
用
政
策
の
一

環
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
産
業
政
策
は
経
済
政
策

に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
社
会
政
策
と
し
て
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
産
業
政
策
を
例
に
挙

げ
た
が
、
先
に
挙
げ
た
教
育
政
策
も
含
め
、
他
の
政
策
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
供
給
主
体
で
あ
る
、
中
央
政

府
や
地
方
自
治
体
が
、
あ
る
政
策
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
期
待
し
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
政

策
は
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
間
競
争
論
に
お
け
る
、
量
的
研
究
手
法
の
限
界
の
第
一
点
目
は
、
客
観
的
な
政
策
分
類
手
法
で

あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
が
採
用
す
る
、
客
観
的
な
政
策
分
類
は
、
政
策
に
期
待
さ
れ
た
「
第
一
義
的
な
目
的
」
に
よ
る
分
類
と

齟
齬
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
多
数
の
サ
ン
プ
ル
を
統
計
分
析
に
か
け
る
た
め
に
、
政
策
分
類
を
客
観
的
に
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
統
計
分
析
に
よ
る
研
究
の
意
義
を
全
て
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
客
観
的
な
政
策
分
類
手
法
に
は
、

政
策
に
期
待
さ
れ
た
第
一
義
的
な
目
的
と
は
何
か
、
と
い
う
批
判
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
応
え
る
た
め
に
は
、
ア

ク
タ
ー
内
在
的
な
政
策
分
類
手
法
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

量
的
分
析
手
法
の
限
界
の
第
二
点
目
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
方
法
の
不
十
分
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
の

採
用
す
る
量
的
分
析
手
法
は
、
都
市
間
競
争
と
い
う
外
的
制
約
条
件
が
、
本
当
に
地
方
自
治
体
に
制
約
を
課
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
課
し
て
い
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
地
方
自
治
体
に
制
約
を
課
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
不
明
確
さ
を
残
し

て
い
る
。
以
下
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
は
、
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
政
策
と
社
会
政
策
へ
の
支
出
を
比
べ
、
地
方
自
治
体
が
経
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済
政
策
に
、
中
央
政
府
が
社
会
政
策
に
、
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

都
市
間
競
争
論
と
い
う
理
論
を
当
て
は
め
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、「
都
市
間
競
争
が
起
き
て
い
る
は
ず
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し

た
支
出
傾
向
が
観
察
さ
れ
る
、
と
い
う
形
式
の
推
論
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
分
析
に
お
い
て
は
、
都
市
間
競
争
論
が
想
定

す
る
、「
地
域
間
の
資
源
の
移
動
可
能
性
」
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体
間
の
都
市
間
競
争
の
圧
力
と
い
う
外
的
制
約
条
件
が
、
実
際
に

地
方
自
治
体
の
選
択
肢
に
制
約
を
課
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
間
競

争
論
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
支
出
の
差
異
は
、
都
市
間
競
争
の
圧
力
に
よ
っ
て
こ
そ
説
明
さ
れ
る
、
と
ま
で
は
主
張
し
え
な

い
の
で
あ
る
。

実
際
、
曽
我
自
身
も
、「
企
業
、
住
民
が
⋮
ど
の
よ
う
に
地
方
政
府
の
行
動
を
制
約
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
」
や
、「
ど
の

よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
み
た
選
択
︹
＝
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
を
優
先
的
に
選
択
す
る
こ
と
︺
を
行
っ
て
い
る
の

か
を
解
明
し
て
い
く
必
要
」
が
、「
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
曽
我
、
二
〇
〇
一
、
八
九
︱
九
〇
頁
）。
都
市
間
競
争

論
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
都
市
間
競
争
の
圧
力

が
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
・
選
好
を
規
定
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
同
定
し
う
る
研
究
手
法
が
必
要
で
あ
る
。

量
的
分
析
手
法
の
限
界
の
第
三
点
目
は
、
都
市
間
競
争
論
の
射
程
が
不
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
機
能
理

論
と
立
法
府
理
論
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
本
章
第
二
節
第
二
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論

（
＝
機
能
理
論
）
は
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
七
七
年
の
ア
メ
リ
カ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
を
説
明
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
中
央
政
府
は
、
経
済
政
策
に
傾
斜
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
都
市
間
競
争
論
の
予
測
は
ど
う
し
て
外
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、「
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
的
立
法
が
、
増
税
の
政
治
的
コ
ス
ト
を
上
回
っ
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
」
か
ら
、
中
央
政
府
の
選
好
が
経
済
政
策
に
な
っ
た
と
論
じ
、
立
法
府
理
論
の
説
明
の
方
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
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て
い
る
（Peterson, 1995, p.83

）。
し
か
し
、
彼
の
議
論
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
と
立
法
府

理
論
が
、
全
く
異
な
る
独
立
変
数
に
着
眼
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
は
、「
地
域

間
の
資
源
の
移
動
可
能
性
」
と
い
う
社
会
経
済
的
要
因
に
、
立
法
府
理
論
は
連
邦
政
府
の
議
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
と
い
う
政
治
的
要

因
に
、
そ
れ
ぞ
れ
着
眼
し
て
い
る
。
だ
が
、
政
治
的
要
因
の
方
が
よ
り
有
意
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
社
会
経
済
的
要
因
が

あ
ま
り
有
意
で
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
量
的
分
析
手
法
で
は
、
こ
の
理
由
ま
で
説
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
上
述
の
よ
う
に
、「
で
あ
ろ
う seem

」
と
い
う
推
測
に
基
づ
い
た
議

論
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い((((
。
こ
の
よ
う
に
、
量
的
分
析
手
法
は
、
都
市
間
競
争
論
の
射
程
を
不
明
確
な
ま

ま
残
し
て
い
る
と
い
う
問
題
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
都
市
間
競
争
論
の
射
程
を
明
確
化
し
う
る
研
究
手
法
が
必
要
で
あ
る
。

本
項
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
の
都
市
間
競
争
論
は
、
財
政
の
量
的
分
析
手
法
を
用
い
て

い
た
。
量
的
分
析
手
法
に
は
、
政
策
分
類
の
客
観
性
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
方
法
、
そ
し
て
都
市
間
競
争
論
の
射
程
の
不
明
確
さ
と
い

う
限
界
を
持
つ
。
こ
れ
ら
三
つ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
ア
ク
タ
ー
内
在
的
な
政
策
分
類
手
法
と
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
追
跡
し

う
る
研
究
手
法
、
そ
し
て
理
論
の
射
程
を
明
確
化
し
う
る
研
究
手
法
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
際
に
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
近
年
政
治
学
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
、「
分
析

的
物
語
」
の
研
究
手
法
で
あ
る
。
分
析
的
物
語
と
は
、「
経
済
学
や
政
治
学
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
分
析
的
ツ
ー
ル
と
、
特
に
歴
史

学
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
物
語
の
形
式
を
結
合
さ
せ
る
試
み
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
分
析
的
物
語
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
・
モ
デ
ル

を
構
築
し
、
そ
れ
を
指
針
と
し
て
経
験
的
な
歴
史
分
析
を
行
う
。
ま
た
同
時
に
、
そ
の
経
験
的
な
歴
史
分
析
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
マ

ル
・
モ
デ
ル
の
検
証
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
マ
ル
・
モ
デ
ル
と
は
、
諸
ア
ク
タ
ー
は
、
自
ら
が
置
か

れ
た
文
脈
に
お
い
て
合
理
的
に
行
動
す
る
と
の
考
え
に
基
づ
く
、
諸
ア
ク
タ
ー
の
行
動
に
つ
い
て
の
仮
説
モ
デ
ル
を
意
味
す
る
。
さ
ら
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に
、
フ
ォ
ー
マ
ル
・
モ
デ
ル
は
、
諸
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
政
治
的
帰
結
が
生
じ
る
ま
で
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
提
示
す
る
（B

ates, et al., 1997, chap.1

）。
こ
の
よ
う
に
、
分
析
的
物
語
手
法
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
曽
我
と
同
様
に
、
演
繹
的

な
モ
デ
ル
を
最
初
に
組
み
立
て
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
物
語
を
構
築
し
、
そ
の
物
語
に
よ
っ
て
、
モ
デ
ル
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

検
証
を
行
お
う
と
す
る
点
が
、
量
的
分
析
手
法
と
は
異
な
る
、
分
析
的
物
語
手
法
の
特
徴
で
あ
る
（Falleti, 2006, pp.3-5

）。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
、
分
析
的
物
語
の
研
究
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
本
項
で
論
じ
て
き
た
、
都
市
間
競
争
論
の
三
つ
の
限
界

を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
の
政
策
分
類
の
客
観
性
の
問
題
に
対
し
て
、
分
析
的
物
語
は
、
ア
ク
タ
ー
内
在
的
な
理
解
が
、
理
論
の
検
証
に
と
っ
て
い
か
に

重
要
か
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
Ｈ
・
ベ
イ
ツ R

obert H
. B

ates 

ら
は
、
分
析
的
物
語
は
、
経
験
的
な
物
語
の
構
築
を
目
指

す
と
論
じ
る
。
先
に
も
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
物
語
が
、
一
つ
の
研
究
成
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
フ
ォ
ー
マ
ル
・
モ
デ
ル
を
実
証
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
た
め
に
、
分
析
者
は
、
自
ら
を
経
験
に
「
浸
透
」
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
分
析
者
は
、「
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
な
ぜ
、
あ
る
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
か
を
説
明
し
う
る
、
経
験
的
に
妥
当
な
解
説
」

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
を
、
経
験
に
「
浸
透
」
さ
せ
る
と
は
、
具
体
的
に
は
、「
ア
ク
タ
ー
の
選
好
、
彼

ら
の
認
識
、
代
替
案
の
彼
ら
の
評
価
、
彼
ら
が
有
し
て
い
る
情
報
、
彼
ら
が
形
成
す
る
期
待
、
彼
ら
の
採
用
す
る
戦
略
、
行
為
を
制
限

す
る
制
約
に
つ
い
て
理
解
」
す
る
こ
と
で
あ
る
（B

ates et al., 1998, pp.13-14

）。
つ
ま
り
、
分
析
的
物
語
は
、
内
在
的
に
ア
ク
タ
ー

の
選
好
や
認
識
、
選
択
肢
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
理
論
の
検
証
に
と
っ
て
根
本
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。第

二
に
、
分
析
的
物
語
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
に
特
に
強
み
を
持
つ
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
リ
ー
ヴ
ィM

argaret Levi 

に
よ
れ
ば
、

分
析
的
物
語
は
、
ま
ず
演
繹
的
に
モ
デ
ル
を
組
み
立
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を
参
照
し
て
、
物
語
を
構
築
し
て
い
く
。
構
築
さ
れ
た
物
語
に
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お
い
て
、
独
立
変
数
と
従
属
変
数
の
間
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
は
、
分
析
的
物
語
手
法
が
、
モ
デ

ル
構
築
、
歴
史
の
複
雑
性
、
そ
し
て
経
験
的
テ
ス
ト
の
結
合
を
可
能
に
す
る
と
主
張
す
る
（Levi, 1997, p.15

）。
都
市
間
競
争
論
も
、

演
繹
的
に
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
理
論
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
モ
デ
ル
は
検
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
析
的
物
語
の

手
法
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
こ
れ
は
本
章
第
四
節
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
本
稿
は
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
は
、
固
定
的
な
も
の

で
は
な
く
、
前
提
条
件
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
リ
ア
・
Ｇ
・
フ
ァ
レ
ッ
テ
ィTulia G

. Falleti

は
、

分
析
的
物
語
が
、
独
立
変
数
（
＝
前
提
条
件
）
の
変
化
が
帰
結
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
説
明
す
る
際
に
、
と
り
わ
け
強
み
を
持
つ

と
論
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
分
析
的
物
語
は
、
各
々
の
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
物
語
の
構
築
を
通
じ
て
、
各
々
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
顕

在
化
す
る
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
差
異
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
手
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
差
異
を
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
立
変
数
の
変
化
が
帰
結
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
（Falleti, 2006, p.3

）。

以
上
の
よ
う
に
、
分
析
的
物
語
の
手
法
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
・
モ
デ
ル
の
構
築
と
経
験
的
な
歴
史
分
析
の
結
合
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
分
析
的
物
語
の
手
法
は
、
都
市
間
競
争
論
の
量
的
分
析
手
法
が
有
し
て
い
た
三
つ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

本
節
で
は
、
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
一
つ
で
あ
る
、
都
市
間
競
争
論
の
そ
の
後
の
発
展
と
、
修
正
点
を
論
じ
て
き

た
。
本
節
冒
頭
で
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論
は
、
二
重
国
家
論
や
立
法
府
理
論
に
比
べ
て
、
特
に
大
き
な
注
目
を
浴
び
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
肯
定
的
・
批
判
的
双
方
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
本
節
は
、
都
市
間
競
争
論

に
対
し
て
必
要
な
修
正
を
三
つ
主
張
し
た
。
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第
四
節　

都
市
再
開
発
政
策
の
分
析
枠
組
と
仮
説
モ
デ
ル
の
提
示

こ
こ
ま
で
本
章
は
、
二
重
国
家
論
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
そ
し
て
立
法
府
理
論
の
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担

論
を
整
理
・
紹
介
し
、
ま
た
都
市
間
競
争
論
に
と
っ
て
必
要
な
修
正
に
つ
い
て
主
張
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機

能
分
担
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
特
定
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
と
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
す

る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
異
な
る
も
の
を
提
示
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
二
重
国
家
論
と
都
市
間
競
争
論
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
論
考
が
提
示

さ
れ
て
き
た
。
本
節
第
一
項
は
、
両
理
論
を
「
矛
盾
」
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
こ
の
批
判

的
検
討
か
ら
、
各
々
の
理
論
の
関
係
を
矛
盾
と
捉
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
各
々
の
理
論
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
顕
在
化
す
る
前
提
条
件
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
と
の
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
第
二
項
で
は
、
各
々
の
理
論
の
前
提
条
件
に

つ
い
て
考
察
し
、
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
架
橋
と
統
合
を
論
じ
る
。
最
後
に
第
三
項
で
、
本
章
の
理
論
的
検
討
を
踏

ま
え
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
の
た
め
の
分
析
枠
組
と
仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。

　
　

第
一
項　

二
重
国
家
論
と
都
市
間
競
争
論
の
「
矛
盾
」
論
へ
の
批
判
的
検
討

ま
ず
本
項
は
、
二
重
国
家
論
と
都
市
間
競
争
論
を
互
い
に
「
矛
盾
」
す
る
理
論
と
捉
え
る
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
本
章

第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
二
重
国
家
論
は
、
中
央
政
府
は
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治
体
は
社
会
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
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と
主
張
す
る
。
ま
た
本
章
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論
は
、
中
央
政
府
は
社
会
政
策
に
、
地
方
自
治
体
は
経
済

政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
主
張
す
る
。
秋
月
謙
吾
が
言
う
よ
う
に
、
二
つ
の
理
論
は
「
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
機
能
に
つ
い

て
、
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」。
こ
の
た
め
彼
は
、
両
理
論
の
関
係
を
「
矛
盾
」
と
表
現
す
る
（
秋
月
、
二
〇
〇
一
、

一
四
三
︱
一
四
四
頁
）。

ま
ず
、
二
重
国
家
論
と
都
市
間
競
争
論
が
、
そ
れ
ら
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
予
測
す
る
帰
結
の
み
に
着
目
す
る
と
、
確
か
に

「
矛
盾
」
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
秋
月
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、
資
本
主
義
国
家
一
般
で
の
中
央

地
方
政
府
間
機
能
分
担
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
秋
月
、
二
〇
〇
一
、
一
四
四
頁
）。
同
様
に
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
都
市
間
競
争
論
も
、

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
論
理
に
ア
メ
リ
カ
特
有
の
変
数
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
曽
我
、
二
〇
〇
一
、
七
三
頁
）。
こ
の
よ
う

に
、
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
は
、
研
究
対
象
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
共
に
一
般
化
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
理
論
は
、
提
唱
者
や
念
頭

に
置
か
れ
た
国
は
異
な
る
も
の
の
、
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
予
測
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
の
み
に
注
目
し

て
比
較
す
る
と
、
確
か
に
「
矛
盾
」
関
係
と
な
る
。

両
理
論
を
「
矛
盾
」
と
捉
え
た
上
で
、
ど
ち
ら
の
理
論
が
よ
り
説
得
力
を
有
す
る
か
を
検
討
す
る
試
み
が
あ
る
。
一
つ
目
に
、
実
証

研
究
に
よ
る
試
み
が
あ
る
。
例
と
し
て
、
本
章
第
二
節
で
紹
介
し
た
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
自
身
の
統
計
的
分
析
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、

都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
が
予
測
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
中
央
政
府
は
社
会
政
策
に
、
地
方
自
治
体
は
経
済
政
策
に
そ
れ
ぞ

れ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
彼
は
、
同
理
論
で
は
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
を
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
も

認
め
て
お
り
、
立
法
府
理
論
で
補
完
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
二
つ
の
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
あ
る
特
定
の
時
空
間
な
い
し
は
政
策
領
域
に
片
方
の
理
論
が
説
明
力
を
有
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て

残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
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二
つ
目
に
、
理
論
研
究
に
よ
る
試
み
が
あ
る
。
例
え
ば
水
口
憲
人
は
、
二
重
国
家
論
に
対
し
て
、
次
の
二
つ
の
批
判
的
見
解
を
述
べ

て
い
る
。
第
一
に
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
の
議
論
は
、
地
方
自
治
体
が
行
う
経
済
政
策
を
説
明
で
き
な
い
。
第
二
に
、
中
央
地
方
関
係
に

よ
っ
て
地
方
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
る
、
財
政
的
制
約
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
の
議
論
は
、

「
都
市
＝
社
会
的
消
費
＝
多
元
主
義
的
政
治
と
い
う
基
調
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
」
お
り
、「
一
定
の
修
正
」
が
必
要
で
あ
る
（
水
口
、
一

九
八
五
、
二
七
〇
︱
二
七
一
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
の
批
判
は
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
の
意
図
を
十
分
に
汲
み
取
っ
た
も
の
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
。
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、
地
方
自
治
体
が
社
会
政
策
に
実
際
に
傾
斜
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
仮
説
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
彼
は
、
地
方
自
治
体
が
経
済
政
策
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
点
目
の
批
判
は
、
中
央
地
方
関
係
に
よ
っ
て
、
地
方
自
治
体
に
課
さ
れ
る
財
政
的
制
約
と
い
う
、
次
項
で
論
じ

る
両
者
の
架
橋
の
た
め
の
視
座
を
提
供
し
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
十
分
に
議
論
を
敷
衍
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
一
定
の
修
正
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
水
口
、
一
九
八

五
、
二
七
一
︱
二
七
四
頁
）。

本
項
で
は
、
両
理
論
を
「
矛
盾
」
関
係
と
捉
え
て
、
そ
の
「
矛
盾
」
を
解
く
試
み
を
概
観
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
試
み
は
、

少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
、
十
分
に
説
得
的
な
議
論
を
展
開
で
き
て
い
な
い
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
両
理

論
を
「
矛
盾
」
関
係
と
捉
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
し
、
あ
る
中
央
地
方
政
府
間

機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
前
提
条
件
が
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
次
項
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
に

立
っ
て
、
各
々
の
理
論
の
架
橋
の
ポ
イ
ン
ト
を
探
り
、
統
合
を
試
み
る
。
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第
二
項　

三
つ
の
理
論
の
架
橋
と
統
合

本
項
で
は
、
二
重
国
家
論
、
立
法
府
理
論
、
そ
し
て
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
の
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の

架
橋
の
ポ
イ
ン
ト
を
探
る
。
架
橋
の
ポ
イ
ン
ト
を
探
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
理
論
の
い
ず
れ
か
が
、
常
に
実
態
を
説
明
で
き
る

わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
提
条
件
が
あ
る
、
と
捉
え
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

前
提
条
件
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
必
要
性
と
意
義
に
つ
い
て
、
二
点
説
明
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
各
々
の
理
論
を
「
矛
盾
」

関
係
と
考
え
ず
に
す
む
。
前
項
で
、
各
々
の
理
論
を
「
矛
盾
」
関
係
と
捉
え
、
そ
れ
を
解
こ
う
と
す
る
試
み
が
説
得
的
な
議
論
を
展
開

で
き
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
試
み
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
二
重
国
家
論
、

都
市
間
競
争
論
、
立
法
府
理
論
の
い
ず
れ
も
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
帰
結
で
あ
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
に
主
に
焦

点
を
当
て
て
お
り
、
各
々
の
理
論
が
説
明
力
を
持
つ
前
提
条
件
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
々

の
理
論
の
前
提
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
本
稿
は
、「
矛
盾
を
解
く
試
み
」
に
取
り
組
ま
な
く
て
す
む
。

第
二
に
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
可
変
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ゲ
ー
リ
ー
・
ス
ト
ー

カ
ー G

erry Stoker 

や
秋
月
は
、
二
重
国
家
論
や
都
市
間
競
争
論
を
、（
経
済
的
）
決
定
論
と
批
判
的
に
捉
え
て
き
た
（Stoker, 1995, 

p.56；

秋
月
、
二
〇
〇
一
、
一
四
二
頁
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
共
に
、
資
本
蓄
積
と
労
働
力
再
生
産
の
間
の
対
立
な
い
し
、

地
域
間
の
資
源
の
移
動
可
能
性
と
い
っ
た
、
経
済
的
変
数
が
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
捉
え
て
お
り
、
可

変
性
を
認
め
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
前
提
条
件
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
各
々
の
理
論
の
提
示
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、
前
提
条
件
に
よ
っ
て
顕
在
化
な
い
し
は
、
潜
在
化
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
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分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
、
可
変
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
本
項
は
、
各
々
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
が
説
得
力
を
持
つ
た
め
の
前
提
条
件
を
明
確
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
前
提
条
件
は
、
政
治
的
決
定
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り

本
項
は
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
、
政
治
的
決
定
に
よ
っ
て
、
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

ま
ず
、
二
重
国
家
論
に
よ
る
説
明
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
章
第
一
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ソ
ー

ン
ダ
ー
ス
は
、
現
代
国
家
は
総
体
と
し
て
は
経
済
政
策
に
も
社
会
政
策
に
も
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
政
府
機
能

の
混
在
が
も
た
ら
す
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
は
経
済
政
策
と
社
会
政
策
の
二
つ
の
政
府
機
能
を
分
担
す
る

と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
前
提
条
件
は
内
包
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
に
と
っ
て
は
、

自
ら
が
経
済
政
策
に
特
化
す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
体
を
社
会
政
策
に
特
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
央
政
府
は
地

方
自
治
体
に
対
し
て
、
社
会
政
策
供
給
の
た
め
の
財
政
援
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、「
国
家
に

と
っ
て
、
政
治
レ
ヴ
ェ
ル
で
資
本
の
支
配
を
脅
か
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
被
支
配
階
級
に
経
済
的
に
譲
歩
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
可
能

で
あ
る
」（Saunders, 1981, p.193, p.265

）
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
「
経
済
的
な
譲
歩
」
と
は
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の

財
政
援
助
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
国
家
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
前
提
条
件
は
、
中
央
政
府
か
ら
地
方

自
治
体
へ
の
十
分
な
財
政
援
助
で
あ
る
。

次
に
、
立
法
府
理
論
に
よ
る
説
明
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
章
第
二
節
第
二
項
で
、
立
法
府
理
論

は
、
中
央
政
府
が
地
方
自
治
体
に
社
会
政
策
の
供
給
を
丸
投
げ
し
た
り
、
負
担
を
押
し
付
け
た
り
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
か
か
る
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
権
力
関
係
が
成
り
立
つ
中
央
地
方
関
係
が
、
立
法
府
理
論
の
前
提
条
件
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
立
法
府
理
論
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
前
提
条
件
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が



ロンドン・ドックランズ地区再開発史分析への予備的考察（二・完）（川島）

139

強
い
こ
と
で
あ
る
。
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
強
い
場
合
、
地
方
自
治
体
は
中
央
政
府
か
ら
与
え
ら
れ

た
責
任
で
あ
る
、
社
会
政
策
供
給
の
政
府
機
能
を
果
た
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
逆
に
、
か
か
る
場
合
に
は
、
中
央
政
府
は
直
接
的
な
社
会

政
策
供
給
の
政
府
機
能
を
失
い
、
経
済
政
策
に
傾
斜
す
る
こ
と
に
な
る
。

本
章
第
二
節
第
二
項
で
も
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
立
法
府
理
論
と
二
重
国
家
論
は
共
に
、
中
央
政
府
が
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治

体
が
社
会
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
い
う
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
予
測
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
理
論
は
、
中

央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
強
い
関
与
と
い
う
前
提
条
件
を
共
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
重
国
家
論
は
、
中
央
政
府
に
よ
る

地
方
自
治
体
へ
の
十
分
な
財
政
援
助
を
、
立
法
府
理
論
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
強
い
統
制
を
、
そ
れ
ぞ

れ
前
提
条
件
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
類
似
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体

は
、
中
央
政
府
に
よ
る
財
政
援
助
を
受
け
て
社
会
政
策
の
供
給
が
可
能
と
な
る
、
あ
る
い
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
統
制
を
受
け
て
、
社

会
政
策
供
給
の
責
任
を
負
う
。
他
方
で
中
央
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
直
接
的
な
社
会
政
策
供
給
の
政
府
機
能
を
失
い
、
経
済
政
策

に
傾
斜
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
が
十
分
か
、
も
し
く
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治

体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
強
い
か
、
こ
の
二
つ
の
前
提
条
件
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
つ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
二
つ
の
理

論
が
共
通
し
て
予
測
す
る
よ
う
に
、
中
央
政
府
が
経
済
政
策
に
、
地
方
自
治
体
が
社
会
政
策
に
傾
斜
す
る
、
と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ

る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
、
ま
と
め
て
「
中
央
地
方
関
係
が
強
い
場
合
」
と
呼
ぶ
。

最
後
に
、
都
市
間
競
争
論
に
よ
る
説
明
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
論
点
に
は
、
本
章
第
三
節
第
一

項
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
同
項
で
は
、
都
市
間
競
争
論
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
状
況
と
は
、
中
央

地
方
関
係
が
強
い
場
合
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
が
強
い
場
合
と
、
中
央
政
府
に
よ
る

地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
強
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
双
方
ま
た
は
い
ず
れ
か
が
成
り
立
つ
状
況
で
は
、
都
市
間
競
争
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論
の
想
定
と
は
異
な
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
都
市
間
競
争
論
が
提
示
す

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
前
提
条
件
は
、
中
央
地
方
関
係
が
弱
い
こ
と
で
あ
る
。

本
項
で
は
、
本
章
で
の
理
論
的
検
討
を
踏
ま
え
て
、
各
々
の
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
前
提
条
件
を
明
ら
か
に

し
た
。
中
央
地
方
関
係
が
弱
い
場
合
、
具
体
的
に
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
も
権
限
に
対
す
る
統
制
も
弱
い

場
合
に
は
、
都
市
間
競
争
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
顕
在
化
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
中
央
政
府
は
社
会
政
策
に
、
地
方
自
治

体
は
経
済
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
中
央
地
方
関
係
が
強
い
場
合
、
具
体
的
に
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
地

方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
か
、
権
限
に
対
す
る
統
制
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
方
が
強
い
場
合
に
は
、
二
重
国
家
論
お
よ
び
立
法
府
理

論
が
想
定
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
は
経
済
政
策
に
、
地
方
自

治
体
は
社
会
政
策
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
項
は
、
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
と
い
う
前
提
条
件
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
三
つ
の
理
論
間
の
架
橋
と
統
合
を
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
に
お
け
る
理
解
と
は
異
な
り
、
本
稿

は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
「
矛
盾
」
関
係
に
あ
る
と
は
捉
え
な
い
。
ま
た
、
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
、「
決
定
論
」
的
で
あ
る
と
も

捉
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
と
い
う
前
提
条
件
の
変

化
に
よ
っ
て
、
顕
在
化
す
る
、
あ
る
い
は
逆
に
潜
在
化
す
る
と
捉
え
て
い
る
。

　
　

第
三
項　

都
市
再
開
発
政
策
の
分
析
枠
組
（
修
正
都
市
間
競
争
論
）
と
仮
説
モ
デ
ル

本
項
は
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
都
市
再
開
発
政
策
の
分
析
枠
組
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
前
項
で

は
、
二
重
国
家
論
、
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）、
立
法
府
理
論
の
三
つ
の
理
論
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
提
条
件
が
あ
る
こ
と
、
し
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た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
理
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
前
提
条
件
が
整

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
顕
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

そ
の
前
提
条
件
と
は
、
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
、

強
い
中
央
地
方
関
係
と
は
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助

が
強
い
こ
と
、
も
し
く
は
／
お
よ
び
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
の
権

限
に
対
す
る
統
制
が
強
い
こ
と
を
指
す
。
逆
に
、
弱
い
中
央
地
方
関
係
と

は
、
こ
れ
ら
両
者
が
共
に
弱
い
こ
と
を
指
す
。

強
い
中
央
地
方
関
係
と
い
う
条
件
下
で
は
、
二
重
国
家
論
お
よ
び
立
法

府
理
論
が
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
分
担
・
選
好
配
置
に

対
し
て
説
明
力
を
有
す
る
（
図
表
３
の
Ａ
）。
弱
い
中
央
地
方
関
係
と
い

う
条
件
下
で
は
、
国
際
化
の
進
展
状
況
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
の
政
府
機

能
・
選
好
は
、
さ
ら
に
枝
分
か
れ
す
る
。
一
方
で
、
国
際
化
が
十
分
に
進

展
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
論
じ
た
、
都
市
間
競
争
論

が
説
明
力
を
有
す
る
（
図
表
３
の
Ｂ
）。
他
方
で
、
国
際
化
が
進
展
し
た

場
合
に
は
、
本
章
第
三
節
第
二
項
で
論
じ
た
よ
う
に
、
中
央
政
府
の
政
府

機
能
・
選
好
は
複
雑
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
表
３
の
Ｃ
）。

本
稿
は
、
こ
の
分
析
枠
組
を
「
修
正
都
市
間
競
争
論
」
と
名
付
け
る
こ

と
と
し
た
い
。
前
段
落
で
論
じ
た
よ
う
に
、
中
央
地
方
関
係
が
弱
い
場
合

【図表３：修正都市間競争論の分析枠組】
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に
は
、
都
市
間
競
争
論
が
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
を
説
明
し
う
る
た
め
に
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
基
点
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
基
点
に
対
し
て
、
中
央
地
方
関
係
の
強
化
と
国
際
化
の
進
展
の
二
つ
の
要
因
が
、
修
正
の
必
要
性
を
与

え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
は
、
こ
の
分
析
枠
組
を
「
修
正
都
市
間
競
争
論
」
と
呼
ぶ
。

修
正
都
市
間
競
争
論
は
、（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
下
に
お
け
る
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
分
担
・
選

好
配
置
の
仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
本
章
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
（
図
表
４
参
照
）。

（
Ａ
）
に
お
い
て
は
、
二
重
国
家
論
お
よ
び
立
法
府
理
論
が
予
測
す
る
政
府
機
能
分
担
・
選
好
配
置
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央

政
府
に
よ
る
財
政
援
助
が
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
地
方
自
治
体
は
、
社
会
政
策
へ
の
傾
斜
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
権
限
に
対
す
る

統
制
が
強
い
場
合
に
は
、
地
方
自
治
体
は
、
経
済
成
長
を
巡
る
相
互
競
争
の
圧
力
を
受
け
な
く
な
る
。
他
方
で
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の

場
合
に
お
い
て
、
中
央
政
府
は
、
社
会
政
策
供
給
の
責
任
か
ら
開
放
さ
れ
、
経
済
政
策
に
傾
斜
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
都
市
再
開
発
政

策
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
は
経
済
成
長
的
側
面
に
、
地
方
自
治
体
は
生
活
保
障
的
側
面
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ｂ
）
に
お
い
て
は
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
に
よ
る
都
市
間
競
争
論
（
＝
機
能
理
論
）
が
予
測
す
る
政
府
機
能
分
担
・
選
好
配
置
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
政
府
か
ら
の
財
政
援
助
が
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
権
限
に
対
す
る
統
制
が
弱
い
場
合
に
は
、
地
方
自
治
体
は
、

経
済
成
長
を
巡
る
相
互
の
都
市
間
競
争
の
圧
力
を
強
く
受
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
方
自
治
体
は
、
経
済
政
策
に
傾
斜
す
る
。
他
方
で
、

こ
の
場
合
に
、
中
央
政
府
は
、
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
は
十
分
に
供
給
さ
れ
え
な
い
社
会
政
策
供
給
の
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
都

市
再
開
発
政
策
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
は
生
活
保
障
的
側
面
に
、
地
方
自
治
体
は
経
済
成
長
的
側
面
に
そ
れ
ぞ
れ
傾
斜
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

（
Ｃ
）
に
お
い
て
は
、
本
章
第
三
節
第
二
項
で
示
し
た
政
府
機
能
分
担
・
選
好
配
置
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政

府
の
政
府
機
能
・
選
好
は
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
経
済
成
長
的
側
面
で
あ
っ
て
も
、
国
際
移
動
可
能
性
が
高
い
分
野
を
対
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象
と
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
は
こ
の

供
給
機
能
を
担
う
。
経
済
成
長
的
側
面
で
、
国
際

移
動
可
能
性
が
低
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
に

は
、
特
に
関
心
を
払
わ
な
い
。
生
活
保
障
的
側
面

で
あ
っ
て
も
、
国
際
移
動
可
能
性
が
高
い
分
野
を

対
象
と
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
供
給
を
回

避
し
よ
う
と
す
る
。
生
活
保
障
的
側
面
で
、
国
際

移
動
可
能
性
が
低
い
分
野
を
対
象
と
す
る
政
策
に

つ
い
て
は
、
こ
の
供
給
機
能
を
担
う
。
他
方
で
、

地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
・
選
好
に
つ
い
て
は
、

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
に
よ
る
都
市
間
競
争
論
の
想
定
と

同
じ
で
あ
る
。

修
正
都
市
間
競
争
論
の
分
析
枠
組
に
基
づ
く
仮

説
の
検
証
に
は
、
分
析
的
物
語
の
手
法
が
用
い
ら

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
章
第
三
章
第
三
項
で
論
じ

た
よ
う
に
、
分
析
的
物
語
の
手
法
は
、
三
つ
の

利
点
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、

ア
ク
タ
ー
内
在
的
に
政
策
を
理
解
す
る
こ
と
で
、

【図表４：修正都市間競争論が予測する、各政府の政府機能分担・選好配置：Ａ、Ｂ、Ｃは
それぞれ、図表３に対応している】

（Ａ）

経済成長的側面 生活保障的側面

中央政府 ＋ －

地方自治体 － ＋

（Ｂ）

経済成長的側面 生活保障的側面

中央政府 － ＋

地方自治体 ＋ －

（Ｃ：中央政府について）

国際移動可能性が
高い分野を対象

国際移動可能性が
低い分野を対象

経済成長的側面 ＋ ０

生活保障的側面 － ＋

（Ｃ：地方自治体について）

国際移動可能性が
高い分野を対象

国際移動可能性が
低い分野を対象

経済成長的側面 ＋ ＋

生活保障的側面 － －
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「
第
一
義
的
な
目
的
」
に
基
づ
い
た
政
策
分
類
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
に
強
み
を
持
つ
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
や
は
り
ア
ク
タ
ー
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
・
国
際
化
の
強
弱
の
二
つ
の
前
提
条
件

が
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
双
方
の
合
理
的
な
行
動
を
規
定
し
、
あ
る
特
定
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
三
つ
目
は
、
二
つ
目
の
点
と
も
関
わ
る
が
、
変
化
の
説
明
に
強
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
各
々
の
パ
タ
ー
ン
を
明
示
化
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帰
結
が
変
化
し
た
の
は
、（
独
立
変
数
で
あ
る
と
予

測
さ
れ
た
）
前
提
条
件
に
変
化
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
、
と
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。

修
正
都
市
間
競
争
論
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
機
能
分
担
・
選
好
配
置
の
仮
説
化
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
中
央
政
府
と
地
方
自
治

体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
機
能
分
担
・
選
好
配
置
を
可
変
的
に
予
測
す
る
こ
と
で
、
両
政
府
の
政
治
的
関
係
も
可
変
的
な
も
の
と
し
て
仮
説

化
し
う
る
。「
は
じ
め
に
」
で
論
じ
た
よ
う
に
、
都
市
再
開
発
政
策
で
は
、
経
済
成
長
的
側
面
と
生
活
保
障
的
側
面
は
ト
レ
ー
ド
・
オ

フ
の
関
係
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
政
府
の
政
府
機
能
・
選
好
が
一
致
す
る
場
合
に
は
、
協
調
的
関
係
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆

に
、
不
一
致
の
場
合
に
は
、
対
抗
的
関
係
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
　
本
稿
の
ま
と
め
と
次
の
課
題

本
稿
は
、
ま
ず
第
一
章
で
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
批
判
的
に
再
検
討
し
た
。
第
一
章
で
は
、
次

の
四
つ
の
点
を
示
し
た
。
第
一
に
、
先
行
研
究
は
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
を
経
済
成
長
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
で
あ
っ
た
と
理
解

し
て
き
た
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
行
研
究
は
、
再
開
発
を
担
当
し
た
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
の
選
好
が
経
済
成
長
的
側
面
で
あ
っ
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た
と
論
じ
て
き
た
こ
と
、
第
三
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
は
中
央
政
府
の
組
織
的
選
好
を
反
映
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
第
四
に
、

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
研
究
は
、
中
央
政
府
の
選
好
が
経
済
政
策
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
選
好
が
社
会
政
策
で

あ
る
と
決
定
論
的
に
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
は
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
二
章
の
第
一
節
か
ら
第
三
節
で
は
、
三
つ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
論
の
理
論
的
検
討
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸

理
論
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
機
能
・
選
好
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
て
、
第
四

節
で
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
の
分
析
枠
組
で
あ
る
、
修
正
都
市
間
競
争
論
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
研
究
に
対
し
て
、
修
正
都
市
間
競
争
論
が
持
つ
最
大
の
意
義
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ

の
政
府
機
能
・
選
好
が
、
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
と
国
際
化
の
進
展
と
い
う
二
つ
の
前
提
条
件
に
よ
っ
て
、
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
点
に
あ
る
。

修
正
都
市
間
競
争
論
の
分
析
枠
組
を
用
い
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
を
分
析
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
修

正
都
市
間
競
争
論
の
仮
説
モ
デ
ル
を
検
証
す
る
こ
と
が
、
筆
者
の
次
の
課
題
で
あ
る
。

注
⑴　

も
っ
と
も
、
彼
自
身
の
主
た
る
問
題
関
心
は
、「
都
市
社
会
学
は
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
研
究
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
い
う
理
論
的
な
問
い
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、
そ
の
視
角
を
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ス
テ
ルM

anuel C
astells

の
「
集
合
的
消
費
」
概
念
に
求
め
る
。
す
な
わ

ち
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、
都
市
固
有
の
要
素
は
、
カ
ス
テ
ル
が
提
唱
す
る
、
集
合
的
消
費
で
あ
る
と
主
張
す
る
（Saunders, 1981, pp.184-186

）。
こ

の
集
合
的
消
費
財
の
供
給
と
は
、
住
民
生
活
の
向
上
を
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
政
策
の
供
給
で
あ
る
（Saunders, 1981, 

p.185

）。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
都
市
＝
地
方
自
治
体
の
政
府
機
能
は
、
社
会
政
策
の
供
給
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
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⑵　

類
似
の
規
範
的
議
論
の
例
と
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、（
塚
原
、
一
九
九
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑶　
﹃
連
邦
制
の
費
用
﹄
に
お
い
て
は
、﹃
都
市
の
限
界
﹄
に
お
け
る
三
種
類
の
政
策
分
類
か
ら
配
分
政
策
が
消
去
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
政

策
は
、（
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
経
済
政
策
で
あ
る
）
開
発
政
策
と
、（
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
社
会
政
策
で
あ
る
）
再
分
配
政
策
へ
と
二
分
さ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
開
発
政
策
と
再
分
配
政
策
の
定
義
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
（Peterson, 1995, p.17

）。

⑷　

こ
こ
で
「
基
本
的
」
と
断
っ
て
い
る
の
は
、
例
外
も
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
経
済
的
に
他
都
市
を
圧
倒
す
る

都
市
・
大
規
模
な
都
市
・
天
然
資
源
を
有
す
る
都
市
は
、
社
会
政
策
に
向
い
て
い
る
と
論
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
都
市
に
は
、「
都
市
の
限

界
」
の
作
用
が
弱
ま
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
、
現
代
の
技
術
革
新
に
よ
っ
て
地
方
自
治
体
間
の
流
動
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、

こ
れ
ら
の
都
市
の
有
す
る
優
位
性
は
縮
小
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（Peterson, 1995, pp.28-29

）。

⑸　
﹃
連
邦
制
の
費
用
﹄
も
、
こ
れ
ま
で
の
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
の
研
究
と
同
様
に
、
地
方
自
治
体
間
の
政
策
パ
タ
ー
ン
の
差
異
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
機
能
理
論
（
＝
都
市
間
競
争
論
）
の
想
定
は
、
経
験
的
に
支
持
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
も
、
都
市
の
政
治
や
行
政
が
、
都
市
の
利

益
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
（Peterson, 1995, chap.4, chap.6

）。
な
お
、
同
書
に
お
け
る
、
地
方
自
治
体
間
の

政
策
の
差
異
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
注
⑺
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑹　

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
利
益
誘
導
、
す
な
わ
ち
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
の
中
身
は
社
会
政
策
で
は
な
く
、
経
済
政
策
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
社
会
政
策
に
対
す
る
補
助
金
は
票
に
繋
が
り
に
く
い
ど
こ
ろ
か
、
政
治
家
の
得
票
を
下
げ
る
影
響
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
社
会
政

策
に
対
す
る
補
助
金
が
持
つ
負
の
影
響
に
つ
い
て
、
彼
は
、
単
発
的
に
中
央
政
府
か
ら
補
助
金
を
受
領
し
た
と
し
て
も
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
社
会

政
策
が
、
長
期
的
に
は
地
域
経
済
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
た
め
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
（Peterson, 1995, p.43

）。

⑺　

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
以
外
に
も
分
析
を
行
い
、
立
法
府
理
論
が
連
邦
制
度
の
分
析
枠
組
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
以
外
の
分
析
対
象
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
州
政
府
間
の
支
出
の
差
異
で
あ
る
。
こ
の
差
異
の
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説
明
に
際
し
て
、
機
能
理
論
は
、
住
民
か
ら
の
要
求
や
他
州
と
の
関
係
に
注
目
し
、
立
法
府
理
論
は
制
度
や
歴
史
、
専
門
度
、
党
派
構
成
に
注
目

す
る
。
彼
は
、
財
政
力
や
貧
困
率
な
ど
七
つ
の
要
因
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
州
政
府
間
の
財
政
支
出
に
差
異
を
も
た
ら
す
か
、
と
い
う
分
析
を
す

る
。
そ
の
結
果
、
機
能
理
論
の
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
立
法
府
理
論
が
注
目
す
る
要
因
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

（Peterson, 1995, chap.4

）。
二
つ
目
は
、
中
央
政
府
か
ら
下
位
政
府
へ
の
補
助
金
額
の
差
異
の
説
明
で
あ
る
。
彼
は
、
機
能
理
論
と
立
法
府
理
論

が
、
独
立
変
数
と
考
え
る
諸
要
素
を
選
び
出
し
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
機
能
理
論
が
注
目
す
る
変
数
も
立
法
府
理
論
が
注
目
す
る
変
数

も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（Peterson, 1995, chap.6

）。
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
本
文
で
示
し
た
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分

担
の
分
析
結
果
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
二
点
も
、
立
法
府
理
論
が
完
全
に
棄
却
さ
れ
え
な
い
理
由
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

⑻　

本
項
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、
都
市
間
競
争
論
が
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
他
国
に
も
適
用
可
能
な
理
論
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
、
都
市
間
競
争
論
を
提
唱
し
た

の
で
あ
っ
て
、
他
国
に
も
応
用
可
能
な
理
論
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
理
論
の
射
程
は
、
ア
メ
リ
カ
一
国
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
国
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
都
市
間
競
争
論
が
提
示
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
変
数
が
用

い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
章
第
二
節
第
一
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
都
市
間
競
争
論
は
、
自
国
経
済
を
防
衛
す
る
権
限
を
持

つ
中
央
政
府
と
、
域
内
経
済
を
防
衛
す
る
権
限
を
持
た
な
い
地
方
自
治
体
と
い
う
対
比
か
ら
、
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ

れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
現
代
国
家
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
当
て
は
ま
る
（
曽
我
、
二
〇
〇
一
、

七
三
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
都
市
間
競
争
論
は
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
他
国
に
も
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

⑼　

彼
ら
の
研
究
は
、
日
本
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
財
政
援
助
の
強
さ
と
権
限
に
対
す
る
統
制
の
強
さ
と
い
う
留
保
の
条
件
は
、
日
本

固
有
の
変
数
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
研
究
は
、
彼
ら
の
主
た
る
問
題
関
心
を
越
え
て
、
都
市
間
競
争
論
の
理
論
的
発
展
に
貢

献
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
。
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⑽　

本
項
は
、（
川
島
、
二
〇
一
〇
）
の
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
。

⑾　

近
年
の
「
国
際
化
」
は
、
過
去
と
比
較
し
て
果
た
し
て
大
規
模
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
一
国
主
義
の
前
提
が
問
題
と

な
る
程
度
に
進
展
し
た
の
は
厳
密
に
は
い
つ
な
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
。
例
え
ば
、
サ
ッ
セ
ン
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
特
に
金
融
取
引

と
法
人
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
国
際
化
が
進
展
し
た
と
論
じ
る
（Sassen, 2001, chap.3

＝
二
〇
〇
八
、
三
章
）。
他
方
で
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヘ
ル
ドD

avid 

H
eld

の
著
作
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
実
質
的
に
進
展
し
た
の
か
に
つ
い
て
議
論
の
決
着
が
未
だ
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
（H

eld ed., 2000
＝
二
〇
〇
二
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、
国
際
化
の
客
観
的
な
進
展
度
で
は
な
く
、
中
央
政
府
を
は
じ
め
と
す
る
諸

ア
ク
タ
ー
が
国
際
化
を
ど
の
程
度
意
識
し
た
か
、
に
注
目
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
客
観
的
な
国
際
化
の
進
展
度
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
ク

タ
ー
の
主
観
的
認
識
が
、
あ
る
特
定
の
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
の
パ
タ
ー
ン
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
タ
ー
の
主

観
的
認
識
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
本
節
第
三
項
で
も
論
じ
る
。

⑿　

例
え
ば
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
メ
イ
ナ
ー
ド G

eoffrey M
aynard 

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
製
造
業
の
利
益
率
が
漸
減
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
一
九
五
五
︱
一
九
五
八
年
に
は
一
六
で
あ
っ
た
製
造
業
の
固
定
資
本
の
回
収
率 N

et real rate of 

return on fixed capital 

は
漸
減
し
て
い
き
、
一
九
七
六
︱
一
九
八
〇
年
に
は
六
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
（M

aynard, 1988, p.16

）。

⒀　

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
も
、
人
間
そ
の
も
の
の
国
際
移
動
可
能
性
が
大
き
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
項
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ア
メ

リ
カ
の
中
央
政
府
は
、
そ
の
主
た
る
財
源
を
、
企
業
へ
の
法
人
税
か
ら
労
働
者
へ
の
所
得
税
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⒁　

メ
イ
ナ
ー
ド
は
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
製
造
業
へ
の
補
助
政
策
が
、
徐
々
に
社
会
政
策
的
色
彩
を
帯
び
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
利
益
率
が
低
下
し
た
製
造
業
に
は
、
経
済
成
長
の
達
成
と
い
う
よ
り
も
、
完
全
雇
用
の
達
成
と
い
う
目
標
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
論
じ

る
（M

aynard, 1988, chap.1

）。

⒂　

本
項
で
は
、
量
的
分
析
手
法
を
用
い
て
い
た
都
市
間
競
争
論
に
対
し
て
質
的
分
析
手
法
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
、
本
章
第
一
節
で
論
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じ
た
二
重
国
家
論
に
対
し
て
も
、
本
項
の
議
論
は
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
重
国
家
論
は
、
政
策
分
類
の
方
法
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
同
定
方
法
に
つ

い
て
特
に
論
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
重
国
家
論
が
想
定
す
る
中
央
地
方
政
府
間
機
能
分
担
パ
タ
ー
ン
の
検
証
手
法
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
項
の
手
法
に
関
す
る
議
論
は
、
二
重
国
家
論
に
と
っ
て
も
有
意
味
で
あ
る
。

⒃　

機
能
理
論
（
＝
都
市
間
競
争
論
）
と
立
法
府
理
論
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
⑺
で
挙
げ
た
、
地
方
自
治
体
間
の
差
異
の
説
明
に
お
い
て
も

現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体
間
の
差
異
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
機
能
理
論
（
＝
都
市
間
競
争
論
）
と
立
法
府
理

論
が
共
に
有
効
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
打
ち
消
し
合
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
推
論
を
行
っ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
貧
困
率
が
地
方
自
治
体
の
社

会
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
統
計
分
析
の
結
果
は
、
貧
困
率
と
社
会
政
策
の
支
出
と
の
間
に
有
意
な
関
係
が

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
理
由
を
、
機
能
理
論
（
＝
都
市
間
競
争
論
）
が
想
定
す
る
負
の
関
係
と
、
立
法
府
理
論
が
想
定
す

る
正
の
関
係
が
共
に
有
効
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
統
計
分
析
で
は
有
意
な
結
果
が
出
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
る
（Peterson, 1995, chap.5

）。

だ
が
、
実
際
に
都
市
間
競
争
が
、
地
方
自
治
体
の
社
会
政
策
に
負
の
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
を
（
立
法
府
理
論
が
着
眼
し
て
い
る
）
連
邦
議
員

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
正
の
影
響
を
与
え
た
た
め
に
打
ち
消
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
も
そ
も
都
市
間
競
争
も
、
連
邦
議
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

も
地
方
自
治
体
の
社
会
政
策
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
か
、
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
自
身
も
含
め
て
、
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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